
５ 第１期借款の概要と実施経過

（１） 第１期借款の概要

１９５４年６月１０日，日本政府は世銀に総額７，５００万ドルの借款を要請し

た。７，５００万ドルに盛り込んだプロジェクトの優先順位は，７月２１日に愛

知揆一通産相から世銀の日本担当官ドールに示された。日本政府の要請を

受けて，世銀は７月に農業調査団，１０月に電力調査団，１０月に鉄鋼・機

械調査団を相次いで派遣した。

世銀が設定した１億ドル枠（契約済の火力借款４，０００万ドルを含む）の借款

は，愛知用水を除き１９５６年末までに契約が行われ，残る愛知用水借款も

５７年８月に契約調印に至った（表５）。

日本政府が要請した７，５００万ドルの借款に対して，実現したのは４，４７０
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万ドル（要請額の５９．６％）にすぎなかった（表６）。水力発電と石炭の借款

は１件も実現せず，機械工業では要請額の１／３程度，農業では要請額の

１／２程度が実現しただけである。火力借款も含めても契約総額は８，４９０万

表５ 第１期世銀

貸付番号 借款名 調印日 発効日 借入人 受益者

89JA

90JA

91JA

133JA

136JA

157JA

158JA

173JA

関西電力借款（火力借款）
九州電力借款（火力借款）
中部電力借款（火力借款）
八幡製鉄借款
諸工業借款

川崎製鉄借款
農地開発機械公団借款

愛知用水公団借款

１９５３．１０．１５
１９５３．１０．１５
１９５３．１０．１５
１９５５．１０．２５
１９５６．２．２１

１９５６．１２．１９
１９５６．１２．１９

１９５７．８．９

１９５３．１２．２９
１９５３．１２．２９
１９５３．１２．２９
１９５６．２．１６
１９５６．３．２５
１９５６．５．１２
１９５７．３．２５
１９５７．３．２５
１９５７．３．２５
１９５７．３．２５
１９５７．３．２５
１９５７．３．２５
１９５７．１１．１９

日本開発銀行
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

農地開発機械公団
〃
〃

愛知用水公団

関西電力
九州電力
中部電力
八幡製鉄
日本鋼管
トヨタ自動車
石川島重工
三菱造船
川崎製鉄
農地開発機械公団

〃
〃

愛知用水公団

［注］ 償還期限の（ ）内は，据置期間。
［出所］ 世界銀行東京事務所『世銀借款回想』１９９１年，pp. 114-115等より作成。

表６ 第１期世銀借款の要請額と実績
（単位：万ドル）

事業分野 要請額 実績 契約調印されたプロジェクトおよび契約額

水力発電
農業借款

鉄鋼合理化

機械合理化

石炭合理化

１，０００
２，０００

２，６００

１，５００

４００

０
１，１３０

２，７９０

５５０

０

愛知用水７００
農地開発機械公団４３０（上北・根釧地区機械開墾１００，篠津泥炭地開
発２４１．５，乳牛輸入事業８８．５）
八幡製鉄５３０
日本鋼管２６０（機械工業借款の一部として契約）
川崎製鉄２，０００
機械工業借款５５０（トヨタ自動車２３５，石川島重工１６５，三菱造船１５０。
鉄鋼の日本鋼管２６０を加え８１０）

合計 ７，５００ ４，４７０
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ドルにとどまった。世銀が示した数年間に１億ドルという比較的小さな枠

さえも埋まらなかったことに，世銀の日本に対する評価の低さが現われて

いた。

（２） 第１期借款の実施経過

世銀による産業別調査のトップを切ったのが農業であった。１９５４年７

月１８日，農業調査団が世銀日本担当者のドールとともに来日した。ドー

ルは，７月から８月にかけて，愛知通産大臣をはじめとする日本政府関係

者と，日本経済及び産業全般に関する協議を行った（本稿（上）４（３）参照）。

この会談において，ドールは円資金の確保を強く要請した。世銀借款の円

資金確保のために米国から余剰農産物を受け入れる計画を立てていた日本

政府は，７月にアメリカ政府に対して余剰農産物受入の希望を伝えるとと

もに，来日中の FOA（Foreign Operations Administration，米国対外活動庁）調

査団長クラレンス・マイヤー (Clarence E. Meyer) に打診した。以後，世銀

借款の概要

対象事業 契約額 利率 償還期限

多奈川火力発電設備
刈田火力発電設備
四日市火力発電設備
厚板圧延設備
継ぎ目なし中継管製造設備
拳母工場，トラック・バス用工作機械
東京工場，船舶用タービン製造設備
長崎造船所，ディーゼルエンジン製造設備
千葉工場，ホットおよびコールドストリップミル
上北・根釧地区開墾
篠津泥炭地開発
乳牛輸入
愛知用水事業

千ドル

２１，５００
１１，２００
７，５００
５，３００
２，６００
２，３５０
１，６５０
１，５００
２０，０００
１，０００
２，４１５
８８５
７，０００

％

５．０００
５．０００
５．０００
４．６２５
４．７５０
４．７５０
４．７５０
４．７５０
５．０００
５．０００
５．０００
５．０００
５．７５０

年

２０（３．５）
２０（３．５）
２０（３．５）
１５（２．５）
１５（２）
１５（２）
１５（２）
１５（２）
１５（３．５）
１５（３）
１５（３）
１５（３）
２０（４．５）
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との外貨借款の交渉は，円資金獲得のためのアメリカとの余剰農産物受入

交渉と並行して進んでゆくことになる。

世銀の農業調査団は，約２ヵ月かけて調査を実施した。調査終了後，デ

フリース調査団長は，農業関係では愛知用水，八郎潟，篠津泥炭地開発，

上北・根釧機械開墾の４プロジェクトが融資の対象になりうると示唆した。

調査団は，ワシントンに戻った後に日本農業に関する包括的な報告書

（「日本農業の現状と見透し」）を作成し，１９５４年１２月に SLC（世銀融資委員

会）に提出した。世銀は５５年１月にこの報告書を日本政府に示すととも

に，２月８日に日本政府に「農業開発事業に対するメモランダム」を渡し，

４プロジェクトの問題点を指摘した。一方，農業プロジェクトの円資金の

確保については，５５年５月３１日に第１次余剰農産物協定（１億ドル）が成

立したことにより，一応の目途が立った。

候補となった農業プロジェクトのうち，世銀借款が成立したのは，愛知

用水，篠津泥炭地開発，上北・根釧機械開墾，乳牛導入の４プロジェクト

であった。そのうち，上北・根釧機械開墾，篠津泥炭地開発，乳牛導入の

３プロジェクトは，農地開発機械公団借款として１つに纏められた。した

がって，借款の対象は４事業であるが，世銀農業借款は，愛知用水公団借

款７００万ドル（世銀貸付番号 173JA）と農地開発機械公団借款４３０万ドル

（世銀貸付番号 158JA）の２件である。農業に対して世銀が融資を行ったの

は第１期に限られ，第２期以降には日本側から申請もなされなかった。こ

の点から見ても，農業借款が１９５０年代半ばに固有の経済状況を反映した

借款であったことがわかる。

農地開発機械公団借款は，１９５６年１２月１９日に借款契約が締結された

（総額４３０万ドル）。１９５６（昭和３１）年度～６０年度（昭和３５）年度に，約４１２

万ドルの世銀借入が行われ，北海道および青森県において農地の機械開墾

および乳牛輸入事業が実施された。

愛知用水は，正式の借款要請（１９５５年１２月２０日）から契約調印までに２
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年近くを要した（５７年８月９日契約調印）。契約借款額は総額７００万ドルで

あり，５７（昭和３２）年度～６１（昭和３６）年度に４８７万２，０００ドルの資金が

引き出された。ダム・用水路の建設はほぼ予定通り進み，６１年９月３０日

に愛知用水は竣工した。

鉄鋼業は，農業と並んで世銀の優先順位がもっとも高い分野であった。

第１期世銀借款としては，八幡製鉄５３０万ドル，日本鋼管２６０万ドル，川

崎製鉄２，０００万ドルの３件，合計２，７９０万ドルの借款が成立した。

世銀は１９５４年１０月～１１月に鉄鋼・機械工業調査団を派遣し，産業調

査を実施した。この時に，日本側から八幡製鉄，富士製鉄，日本鋼管，住

友金属，川崎製鉄の５社のプロジェクトが提示された。製鉄業に関する調

査団の報告書は５５年５月に世銀に提出された。世銀は，日本側が提案し

た事業のうち八幡製鉄と日本鋼管を世銀借款に適合すると認め，川崎製鉄

を保留とした。この結果を受けて，八幡製鉄は１９５５年８月～１０月に世銀

と交渉を行い，１０月２５日に総額５３０万ドルの借款契約が調印された

（世銀貸付番号 133JA）。すでに成立済みの火力借款を除けば，第１期借款の

うちでもっとも早く契約が成立したのが八幡製鉄借款であった。続いて日

本鋼管借款２６０万ドルが５６年２月２１日に契約調印された（機械工業への

融資３件と一纏めにして契約調印）。八幡製鉄と日本鋼管の借款が比較的小規

模であったのに対して，川崎製鉄借款は金額も大きく，世銀が川崎製鉄の

財務内容に不安を抱いたこともあり，交渉には時間がかかった。５６年８

月に世銀は再度，鉄鋼調査団を派遣し，５６年１２月１９日に２，０００万ドル

の借款契約が取り結ばれた（世銀貸付番号 157JA）。

機械工業への融資には，世銀はあまり乗り気ではなかった。通産省は，

当初（１９５４年半ば）は十数社の機械メーカーを借款候補にリスト・アップ

していたが，実現したのは，トヨタ自動車（２３５万ドル），石川島重工（１６５

万ドル），三菱造船（１５０万ドル）の３社にとどまった。この３社の借款に，

製鉄業に属する日本鋼管の借款を加えた計４社の借款が１つに纏められ，
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５６年２月２１日に契約調印された（総額８１０万ドル，そのうち日本鋼管借款２６０

万ドルを除けば，５５０万ドル。この借款は，諸工業借款と名付けられている。世銀

貸付番号 136JA）。

日本政府がもっとも重視した水力発電に対する借款は，第１期には１件

も成立しなかった。その理由は，世銀が日本に対してインパクト・ローン

を融資しないという明確な方針を持っていたことにあった。多額の外貨を

必要としない水力発電ダム建設は，世銀融資の対象にはなりにくい。世銀

の意向を察知した日本政府は，１９５４年６月に，奥只見，田子倉，御母衣

の水力発電ダム建設（いずれも電源開発㈱の事業）３件，１，０００万ドルに抑え

て申請した。世銀は，１９５４年１０月に現地調査を実施し，５５年８月にも追

加調査が行ったが，水力発電事業への融資には一貫して消極的であり，結

局，５５年９月に電力借款交渉は打ち切られた。

石炭鉱業の借款も実現には至らなかった。通産省は，竪坑開発による大

手炭坑の若返りを図るために世銀借款の導入を計画し，世銀も日本の石炭

産業を重視する姿勢を示した。しかし，石炭調査団の派遣の問題で日本政

府と世銀との調整に手間取り，１９５７年４月にようやく石炭技術コンサル

タントとの契約書の調印に至った。その後，石炭現地調査は実施されたも

のの，世銀借款は日の目を見なかった。

以下，第１期世銀借款を産業分野ごとに検討する。

６ 農業借款 － 愛知用水と農地開発機械公団

（１） 食糧増産計画と農業への外資導入

食糧増産５ヵ年計画 世銀農業借款は，１９５０年代前半の農業政策の柱で

あった「食糧増産５ヵ年計画」と密接に関連している。日本の食糧増産政

策は，２０世紀初頭からの歴史を持つが，時期によって様相は異なる。戦

後占領初期には，食糧増産政策は未開墾地の新規開拓に力点が置かれた。

政府は，食糧危機の克服と，引揚者の失業対策という２つの課題を，大規
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模開拓によって果たそうとした。しかし，開拓によって都市の失業問題を

解決しようとする安易な政策は行き詰まり，４９年のドッジ・ラインで転

換を迫られた。５０年以降は，新規開拓よりも既耕地の土地改良に重点が

移った１２３）。占領終結後，政府の政策目標は「経済自立」（＝特需抜きでの国

際収支均衡）に置かれ，外貨節約の観点から，食糧増産による輸入の削減

が目指された。５２（昭和２７）年度の政府予算において，公共事業費から独

立して新たに食糧増産経費の項目が立てられたことは，失業対策から食糧

増産政策が分離したことを示している１２４）。

１９５０年代前半の農政は，５２年４月に策定された「食糧増産５ヵ年計画」

（５３～５７年度）を中心に展開した１２５）。この計画の策定に吉田首相が直接に

干与したことは，「経済自立」にとって，４億ドル以上にのぼる食糧輸入

が重い足枷になっており，食糧増産に大きな期待が寄せられたことを示し

ている１２６）。この計画は，農地の拡張・改良等により５年間に米・麦１，７７５

万石の増産を図り，１０年後（６２年度）にはおおむね食料の国内自給を達成

しようとするものであった１２７）。重点は土地改良に置かれ，農地改良・拡

張事業計画５８７万７，０００町歩のうち，開墾・干拓の新規着工は８．５％（４９

万９，０００町歩）に止まった１２８）。

「食糧増産５ヵ年計画」は，３，２７６億円の財政資金および１，０７２億円の

１２３） 戦後日本の食料・農業・農村編集委員会編 [2010] 第３章第１節「戦後開拓
・干拓事業」（發地喜久治）参照。

１２４）『毎日新聞』１９５１年１２月３１日。
１２５） この計画は，農林省が１９５２年４月２３日に農政諮問会議に提出した。
１２６）「食糧増産５ヵ年計画」は，吉田首相の下につくられた農政諮問会議の要請

により，農林省が策定した（官房企画室「食糧増産五カ年計画と食糧問題」
『食糧管理月報』第５巻第１号（１９５３年１月）p. 19）。その後５２年９月２３
日に一部改訂。

１２７） 暉峻衆三編 [2003] p. 153。詳細については，山下粛郎（農林省農地局経済
課）「食糧増産第一次五カ年計画の概要」『農地』第１２号（１９５２年１１月）
参照。

１２８）〔農林大臣〕官房企画室「食糧増産５ヵ年計画と食糧問題」『食糧管理月報』
第５巻第１号（１９５３年１月），p. 16.
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政府長期低利融資の膨大な資金を必要としたため，最初から資金面で行き

詰まることになった。この計画を財政面から裏付ける「食糧自給促進法

案」は，１９５２年９月に農政顧問会議で承認されたものの，財政投資のめ

どがつかないという理由で国会上程には至らなかった。また，「食糧増産

５ヵ年計画」にもとづいて作成された５３（昭和２８）年度の農林省の予算案

は，農地関連予算が半分に削減されるなど，大蔵省によって大鉈が振るわ

れた１２９）。５３年春には，大蔵省主計官の新潟県亀田郷視察の際に，土地改

良事業の実施後に収穫が減った事実が明らかになり，土地改良事業の効果

が問われるという事態も起きた１３０）。翌５４（昭和２９）年度になると，超緊

縮型の「１兆円予算」のもとで，「食糧増産５ヵ年計画」はもはや顧みら

れず，農地の拡張改良工事は大幅に縮小された。財政投融資は既着工地区

のみに限定され，農林省は「食糧増産５ヵ年計画」が予定した財政資金の

半分以下しか得られなかった１３１）。こうして，２年目にして計画は崩れた。

５４年１２月の民主党への政権交代によって，「食糧増産５ヵ年計画」は

「総合経済６ヵ年計画」の一部に取り込まれる形で解消した１３２）。

こうして見ると，「食糧増産５ヵ年計画」は「１年間で消滅した」とい

う評価は妥当に見える１３３）。しかし，食糧増産政策は放棄されたわけでは

なく，農林省は外資導入によって土地改良・開墾事業を実施することで，

食糧増産計画の継続を図った。そして，以下に見るように，それは一定の

成果を収めたと考えられる。

１２９）『農林省年報』昭和２８年度版，pp. 3-4.
１３０）『農林省年報』昭和２８年度版，pp. 222-223. 当時，大蔵省主計局で農林関

係予算を担当した高木文雄は，食糧増産事業の非効率性を強く批判した（高
木文雄 [1956]）。

１３１） 松本作衛（農林省農地局経済課）「外資導入と食糧増産」『農林時報』第１３
巻第９号（１９５４年９月）p. 9.

１３２）『農林省年報』昭和２９年度版，p. 3.
１３３） 清水洋二 [2007] p. 343.
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外資導入の模索 農林省は，資金面のネックを「食糧増産５ヵ年計画」立

案の当初から自覚しており，１９５２年にはすでに外資導入を模索し始めて

いた。広川弘禅農林大臣は，５２年４月１０日，来日中の FAO（国連食糧農

業機関）事務総長ドッドに対して，木曽川・長良川を中心とする畑作改良

のための外資援助を打診した１３４）。また，同年１１月～１２月に最初の世銀

経済調査団が来日した際に提出された借款希望プロジェクトには，農林省

所管の愛知用水が含まれていた１３５）。

しかし１９５２年当時，吉田首相は世銀借款については電源開発一辺倒で，

それ以外の事業には熱意を示さなかった。吉田が農業借款に目を向け始め

たのは，５３年夏頃と推定される。５３年８月８日，アメリカのダレス国務

長官が訪韓の帰途に日本に立ち寄り，吉田と会談を行った。この会談のお

もな目的は，同年１０月に開催予定の MSA 協定に関する日米協議（池田

・ロバートソン会談）の事前準備であった。この会談の際，吉田はダレスに

要望書を渡し，電力，石炭，鉄鋼，鉄道，通信，道路，土地改良等への外

資導入について支援を要請した。その際に，土地改良の具体的案件として

挙げられたのが，愛知用水（事業資金２４８億円）であった１３６）。

政府が外資導入の対象事業を，水力発電以外に広げたのは，１９５３年６

月にインパクト・ローンを日本に供与しないという世銀の方針が示された

ことにある。水力発電事業は主として国内資金に依存し，外貨は発電設備

や土木工事機械の購入に必要なだけである１３７）。そこで，５３年７月頃に大

蔵省は，世銀借款の対象事業を水力発電以外に広げて外貨所要額を増やす

１３４）『日本経済新聞』１９５２年４月１０日，４月１１日。
１３５） 日本政府が取りまとめ，調査団に渡したリストには愛知用水のみが入ってい

るが，農林省農地局は別に，八郎潟，東京湾，浜名湖，長崎の干拓計画を調
査団に提出した（愛知用水公団編 [1968a] p. 205）。

１３６） 浅井良夫 [2002] pp. 165-166.
１３７）「世界銀行からの火力発電融資について（６月３日駐米大使から外務大臣来

電）」，「世界銀行ガーナー副総裁との会談の件」昭和２８年６月９日，在アメ
リカ合衆国特命全権大使発 外務大臣宛［旧大蔵省史料 Z522-166］。

１３８）「外資導入について」〔大蔵省〕［旧大蔵省史料 Z522-166］。
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ことにした１３８）。この案は，優先的に外資を導入する事業として電源開発

の他に，石炭および鉄鋼合理化，国鉄電化，電信電話設備の拡充を挙げた。

これらの事業の「直接外貨所要額」は，５３（昭和２８）～５５（昭和３０）年度

の３ヵ年で１億８５７万ドルと見積もられた。このうち，当時輸入設備をも

っとも必要とした鉄鋼業が６，０４７万ドルを占めた。それに対して，「農業

水利，干拓，道路等」は，「円資金の調達が巨額に達し容易でない」とい

う理由で除外されている。

所要外貨量を増やすためには，農業事業や道路事業は有効でなかったに

もかかわらず，１９５３年８月１５日の大蔵省試案には，新たに愛知用水と弾

丸道路が追加された。この案は，小笠原三九郎蔵相，池田勇人自由党政調

会長の渡米準備として，吉田首相が指示して作成させた案であり，吉田の

意向が強く働いた可能性が高い。吉田は，５３年６月頃から農地開発事業

に対して特別の関心を寄せはじめていた１３９）。外資導入事業を選定する際

には，「たとえ採算が合わない場合でも総合的見地からみて政治的にどう

しても実施しなくてはならない場合もあるので，立案に当たってはこの点

を留意するよう」にと，５３年８月に吉田は，福永健司官房長官を通じて

関係省庁に指示していた１４０）。

こうして，政府が世銀借款の対象を，電源開発一本槍から，多様な事業

に広げて行く過程で，吉田首相の支持を受けて，愛知用水事業が有力候補

になった。「食糧増産５ヵ年計画」が資金面から窮地に陥っていた農林省

は，強い援軍を得たことになる。

（２） 世銀農業調査団の来日

農業調査団の来日（１９５４年７～９月） １９５３年末に来日した２度目の一般経

済調査団（ドール調査団）は５４年２月に報告書を世銀に提出し，①水力発

１３９）『農林省年報』昭和２８年度版，p. 223.
１４０）『朝日新聞』１９５３年８月２６日。
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電事業に対するインパクト・ローンを日本に断念させること，②農業，鉄

鋼，石炭の３分野を優先すべきことを勧告した。この勧告を受けて，４月

８日に世銀の SLC は，日本の融資枠の残り６，０００万ドルは日本の経済を

強化するために広範な分野に融資する方針を決めた１４１）。

ドール調査団の報告書の検討を行ったアンドリュー・カマーク (Andrew

M. Kamarck) は，５億ドルの食糧輸入をしている日本に対して農業借款を

行うのは妥当だと述べ１４２），１９５４年４月８日の SLC は，農業調査団派遣

の準備にただちに取り掛かることを決定した。SLC 決定は４月２９日にブ

ラック世銀総裁から小笠原蔵相に伝えられ，５月２９日，小笠原蔵相は農

業調査団の受入を了承した１４３）。６月８日，向井忠晴特使はブラック総裁

に世銀融資を申し入れ，農業，鉄鋼・石炭，水力発電に関する調査団の派

遣を要請した。その際，日本側は，農業借款の対象事業として，愛知用水

のほかに八郎潟干拓と石狩泥炭地開発を提案した１４４）。

世銀農業調査団の来日時に農林省は，愛知用水のほかに，八郎潟干拓，

長崎干拓を提示した１４５）。また，北海道開発庁は農林省とは別に，石狩川

総合開発計画を提出した１４６）。しかし，農林省と北海道開発庁との間で事

前調整はなされておらず，農林省は石狩泥炭地開発には消極的だった１４７）。

世銀農業調査団は，１９５４年７月１８日～９月２１日の約２ヵ月間調査を実

１４１） 本稿（上）pp. 40-45参照。
１４２） “Staff Loan Committee Meeting on Japan,” from A.M.Kamarck to A.S.G.Hoar,

March 29, 1954 [WBGA 1857455].
１４３） “Notes of a Working Party meeting held at 4:30p.m. on Friday, June 4, 1954”

[WBGA 1857455].
１４４） “Minutes of the Meeting with the Japanese Government Representatives,” June

8, 1954 [WBGA 1857455].
１４５） 愛知用水，八郎潟干拓，長崎干拓の事業計画を提出し，外貨借入１，６９７万ド

ル（北海道を除く）を要望した（「外資導入交渉経過」農林省，昭和２９年９
月１１日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3］）。

１４６） 北海道開発庁は，すでに５月１８日，石狩川水域泥炭地開発事業計画案を大
蔵省に提出していた（『朝日新聞』１９５４年５月１９日）。

１４７）「世銀調査団受入準備の問題点」〔昭和２９年６月頃〕外務省［外交史料館
E’4.1.0.2-1-1第２巻］。平工剛郎 [2011] pp. 139-140.
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施した。調査団の任務は，①日本の農業・畜産業の状況を調査すること，

②日本政府の農業・畜産政策に関する情報を収集し，今後１０年間に農業

生産を最大限増加させうる資源配分を検討すること，③農業・畜産の生産

増大の具体的プロジェクトを比較検討し，世銀融資の対策として適切なプ

ロジェクトを選定することであった１４８）。

調査団のメンバーは，団長の世銀技術局農業部長 (Chief, Agricultural

Division, Department of Technical Operations) のエゲバート・デフリース

（Egbert de Vries，オランダ人，農業経済の専門家）のほか，ナリニ・チャクラ

ヴァルティ（Nalini R. Chakravarti；世銀技術局職員，インド人），カール・ブ

ラウン（Carl B. Brown；米連邦政府土地保全局顧問，土壌保全の専門家），ジョ

ン・ハンコック（John J. Hancock；世銀職員，イギリス人，畜産の専門家，世銀

に入る前はニュージーランドで研究所勤務），ダヴィッド・ルテイン（David I.

Luteyn；オランダ人，オランダ土地開拓会社専務取締役，農業土木専門家）であ

った１４９）。ドールは調査団と一緒に来日し，日本政府との交渉を軌道に乗

せたのち，８月１８日に帰国し，代わってデフリースが８月３０日に来日し，

調査の取りまとめに当たった。この間に，クリシナサミー・ラミア（K.

Ramiah，国連 FAO 職員［在バンコック］，インド人，稲作の専門家）も調査団に

加わった１５０）。

ドールが率いた調査団は，愛知，八郎潟，長崎，石狩川流域，根釧原野

を視察し，ドールの帰国後，世銀農業部長デフリースが，調査団一行とと

もに，愛知，石狩川流域，根釧原野，八郎潟を視察した。

１４８） “Agricultural Mission to Japan – Terms of Reference,” July 13, 1954 [WBGA
1857427].

１４９）「国債復興開発銀行農業調査団の来訪に関する発表の件」〔外務省経済第三
課〕，昭和２９年７月１３日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。世銀技術局
は調査団のメンバーを揃えるに当たって，アメリカ農務省，アメリカ土壌保
全局，オランダ国際技術援助事務所に支援を求めた (“Agricultural Mission to
Japan,” June 24, 1954 [WBGA 1857473])。

１５０）「国際復興開発銀行農業調査団の来訪について」昭和２９年７月１３日，外務
省情報文化局［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。
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農業調査団の来日中，農林省は愛知用水事業の売り込みに全力を尽くし

た。農林省は，世銀調査団に，泥炭地開発だけでなく，かんがい排水にも

経験の深い者も入れること，過去に日本農業を調査した実績のある米国人

を加えることを要請した１５１）。８月１６日には農業界の重鎮である石黒忠篤

元農相（当時参議院議員）が，調査団を訪れ，愛知用水の重要性を訴え

た１５２）。石黒は，愛知用水事業は住民から生まれたプロジェクトであるこ

と，すでに詳細な計画があり，ただちに実施できること，コメは日本農業

のエッセンスであることを強調し，政府も国民もこの計画を支持している

と述べた。借款交渉全体の調整役の愛知揆一通産大臣（経済審議庁長官兼

任）も，８月９日のドールとの会談において，日本政府は愛知用水を優先

順位第１位で進めており，「今 expensive だということで之を覆すことに

なると問題は大きい」として，愛知用水事業の採択を強く迫った１５３）。

こうした積極的な働きかけにもかかわらず，世銀調査団が農林省の意向

を汲んで，愛知用水を推すかどうかは疑問であった１５４）。８月１７日の保利

茂農林大臣とドールとの会談では，保利が「愛知用水は日本のもっとも優

秀な人材によって十分に検討された計画である」と力説したのに対して，

ドールは，「愛知用水のように複雑な計画ではなく，北海道のように広大

な耕地がいっぺんに開拓できる計画のほうがよいのではないか」と疑問を

示した１５５）。ドールが，「農林省の最も力瘤を入れている愛知用水計画の如

１５１）「世界銀行調査団の来日について」昭和２９年６月２２日，農林大臣官房長渡
部伍郎発 外務省経済局長宛，「世銀農業調査団に関する件」昭和２９年６月
２３日，井口大使発 岡崎大臣宛［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。

１５２） “Memo for File,” Chakravati, August 16, 1954 [WBGA 1857455].
１５３）「８月９日 大臣，ドル会談要旨」［「１９５４年７月来日の FOA 世銀調査団関

係」］
１５４） 調査団は「愛知用水の如き特定のテーマについては今のところさして深い関

心を抱きおらぬ趣にして，この点農林省としてはいささか当てが外れたとい
う感じ」であった（「世銀農業視察団の動向 ７月２２日」〔外務省〕経済三
課吉良［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］）。

１５５） “Meeting with the Minister of Agriculture,” August 18, 1954 [WBGA,
1857455].
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き局地的な既耕地の用水改良や排水改良等の事業よりは，北海道等の未開

墾地の機械力による大規模開発に興味を持っている」ことに農林省は神経

をとがらせた１５６）。GHQ/SCAP 天然資源局での経験があり，日本農業に詳

しいワレン・レオナード（Warren H. Leonard，米国人，コロラド，フォート・

コリンズ農業大学教授）の来日が，中止になったことも農林省を落胆させ

た１５７）。

実際にドールは，愛知用水のような既耕地の土地改良事業よりも，大型

機械による北海道の開墾の方が有意義であると考えていた。ドールは，８

月７日付のガーナー副総裁宛の書簡で，愛知用水に関して日本側から大き

なプレッシャーがかかっているが，世銀調査団は否定的な見解を示さざる

を得ないだろうと苦衷を吐露した１５８）。また，日本側の不満についてドー

ルは，われわれは米作に反対なのではなく，それ以外の食糧の供給も増え

るように支援しているだけであり，それがお気に召さないとすれば残念な

ことだと，デフリースに書き送った１５９）。

ドールの見解は，決して個人的なものではなく，世銀の日本農業観を反

映したものであった。１９５２年に作成された世銀の内部メモ「日本におけ

る食糧増産の可能性」には，つぎのような記述がある１６０）。

１５６）「世銀農業調査団に関する件」〔昭和２９年〕８月１９日，吉良［外交史料館
E’4.1.0.2-1-1第２巻］。

１５７）「世銀農業調査団に関する件」昭和２９年６月２５日，岡崎大臣発 井口大使
宛，「表題なしメモ〔農業調査団の状況報告〕」日付なし，農林省。「世銀農
業調査団に関する件」昭和２９年８月５日，井口大使発 岡崎大臣宛［外交
史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。

１５８） “Letter from Dorr to Garner,” August 7, 1954 [WBGA 1857455]. ６月１８日に，
鈴木財務参事官は，「プロジェクトの優先順位を決める際に，その事業の現
実の利点よりも政治的配慮が優先することがある」と述べ，政治的理由から
北海道の泥炭地開発は国会の支持を受けるであろうし，「愛知用水事業は，
それ自体堅実な計画ではあるが，その地域から選出されている蔵相（小笠原
三九郎＝引用者）が強く支持している」と述べた (“Japan – Meeting with
Japanese officers held at 10:30a.m. on Friday, June 18, 1954,” June 21, 1954
[WBGA 1857455])。

１５９） “Letter from Dorr to de Vries,” August 24, 1954 [WBGA 1857473].
１６０） “Possibilities of Increasing Food Production in Japan,” Paul F. Craig-Martin
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日本の未開拓地は，主として北海道と本州の高地に存在しており，これ

らの土地は酪農に向いている。土地改良が可能な農地も少なからず存在す

るが，土地改良では，１０～１５％程度の収穫増が見込めるだけである。日

本農業は，農業というよりも園芸であり，大規模経営による大幅な食糧増

産は見込めない。したがって，日本農業の改善のために世銀が貢献できる

余地は少ない。日本に必要なのは，①北海道の開発，②高地における酪農，

③農業信用の供給，④日本農業の発展に繋がるような間接的な融資の４つ

であろう。

農業調査団長のデフリースは，９月２１日の離日に先立って，農林省に

対して，農業借款の対象となりうる事業は，愛知用水，八郎潟，根釧・上

北開墾，篠津の４事業であること，融資予定額は総額２，１００万ドル，内訳

は，愛知用水１，０００万ドル，八郎潟３００万ドル，根釧・上北１５０万ドル，

篠津３００万ドル，追加開墾事業３５０万ドルであることを伝えた１６１）。この

うち，根釧・上北の機械開墾プロジェクトは，日本側が希望したプロジェ

クトではなかった。これは，世銀側がモデル・ケースとして実施するよう，

日本側に働きかけた結果，追加されたプロジェクトであった。このように，

世銀農業調査団は，農林省が強く推す愛知用水と，世銀が希望するプロジ

ェクトの両方を盛り込んだ案を示したのである１６２）。

デフリースは，個々のプロジェクトの円資金の調達方法についても助言

を行った。デフリースの助言をもとに作成された資金計画（デフリース案）

では，事業資金総額は愛知用水約２６６億円，根釧・上北開墾約４７億円，

and L. W. Kephart, October 29, 1952 [WBGA 1857473].
１６１）「世銀農業調査団の調査結果に関し内示の件」〔昭和２９年〕９月２２日，［外

務省経済局］経済三課［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。
１６２） ドールが否定的であったにもかかわらず，デフリースが愛知用水を借款の候

補とした理由は明らかではない。農林省は，ドールよりも農業の専門家であ
るデフリースの方が理解があるだろうと期待した。また農林省は，愛知用水
の採用には，稲作の専門家であるラミアの支持が大きかったと推測した（農
地開発機械公団編 [1976] p. 53の平川守の証言）。
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篠津泥炭地開発１００億円，八郎潟干拓１２０億円となっている（表７）。

農業調査団報告書（１９５４年１２月） 世銀農業調査団報告書（「日本農業の現況

と見透し」）は１９５４年１２月２３日に SLC に提出され，承認された。報告

書は，日本政府が農業政策を立案する際の参考として，５５年１月７日に，

井口駐米大使に渡された１６３）。

１６３） 世銀が，報告書を完成後ただちに日本側に示したのは，編成中の１９５５（昭
和３０）年度予算に反映させ，５５年度に事業をスタートさせるためであった
(“Staff Loan Committee, Memerandum from Department of Operations, Asia-
Middle East, Japan – Report of Agricultural Mission 1954,” SLC, December 22,

表７ 農地事業外資導入資金計画
（単位：１００万円）

事業名 合計 １９５５ １９５６ １９５７ １９５８ １９５９ １９６０

資
金
総
額

愛知用水
根釧上北開墾
篠津
八郎潟

２６，５５８
４，７２０
１０，０００
１２，０００

４，６７８
８１２
２，５８０
―

６，２５８
８１２
１，６４０
２，４０５

６，５３８
８１２
１，６４０
３，３７４

６，０２６
８１２
１，６４０
３，９６０

３，０５８
８１２
１，５９０
１，１９８

―
６６０
９１０
１，０６４

小計 ５３，２７８ ８，０７０ １１，１１６ １２，３６４ １２，４３８ ６，６５８ ２，６３４

外
貨
資
金

愛知用水
根釧上北開墾
篠津
八郎潟

３，６００
３９６
１，２５０
１，０８０

１，９０４
６５

１，１００
―

１，５７７
６５
５０
３５６

１１９
６５
５０
―

―
６５
５０
―

―
６５
―
７２４

―
７１
―
―

小計 ６，３２６ ３，０６９ ２，０４８ ２３４ １１５ ７８９ ７１

追加開墾地区 １，２６０

合計 ７，５８６

円
資
金

愛知用水
根釧上北開墾
篠津
八郎潟

２２，９５８
４，３２４
８，７５０
１０，９２０

２，７７４
７４７
１，４８０
―

４，６８１
７４７
１，５９０
２，０４９

６，４１９
７４７
１，５９０
３，３７４

６，０２６
７４７
１，５９０
３，６９０

３，０５８
７４７
１，５９０
４７４

－
５８９
９１０
１，０６３

小計 ４６，９５２ ５，００１ ９，０６７ １２，１３０ １２，３２３ ５，８６９ ２，５６２

［注］１． 外貨所要額中，追加開墾地区は根釧等の開墾実績に応じて１９５７年以降に支出される
べきものであるので，円資金計画から除外されている。

２． 外貨資金７，５８６百万円は，２，１００万ドルに相当する。
［出所］「農地事業外資導入資金計画」昭和２９年９月２１日［外交史料館 E’4.1.0.2−1−3］。
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報告書の概要は以下のとおりである１６４）。

① 近い将来に年間６００万トンに達すると予想される穀物輸入を抑制する

ためには，今後１０年間に食糧生産の１５％増（年間生産量２２０万トン増）

を達成しなければならない。原材料の輸入を必要とする工業生産と較べ

て，食糧増産は効率的に国際収支を改善できる。

② 食糧増産にもっとも効果的なのは，未耕地の開墾である。１０年間に

８０万ヘクタールの農地を開墾し，年間１４０万トンの食糧増産を図れば，

年間２億ドルの外貨が節約できる。

③ １８７０年代以来，日本の米作は十分な成果を収めてきたので，今後は，

畑作と畜産に力を振り向ける必要がある。比較的少量のかんがい用水で

増産できる高地かんがいは，有望な事業である。また，畜産の奨励は，

日本人の食生活の改善にも寄与する。

④ 土地改良を優先してきた従来の農政を再検討し，畜産を振興し，畑地

かんがいに力を注ぐべきである。畑地かんがいを，年間２万ヘクタール

の割合で拡大するのが望ましい。

⑤ 日本側提案の諸事業のなかで，世銀融資の対象となりうるのは，愛知

用水事業，八郎潟干拓事業，篠津泥炭地開発，機械開墾試験事業の４事

業である（表８）。これらの事業には７年間，６６０億円を要する。しかし，

いずれの事業も，まだ十分な事業計画が練られていない段階にある。

⑥ ４事業を含めた農業関連事業を実施するためには，財政支出・政府融

資を１０年間に合計８３０億円増やす必要がある。そのうちには，４大事

業の６６０億円が含まれる。日本政府の計画では，８３０億円のうち，世銀

借款で７０億円，国内融資（財政投融資等）で３５０億円を調達することに

1954 [WBGA 1857473]).
１６４） “Report of Agricultural Mission – Present Position and Prospects of Agriculture

in Japan,” January 3, 1955,「世界銀行農業調査団の報告書について」昭和３０
年１月１８日 農林省［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3］。「農業調査団報告書」の
原文と農林省訳は，愛知用水公団編 [1968b] pp. 117-232に収録されている。
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なっているので，残りの４１０億円（年約４０億円）を政府財政資金の増加

によって賄うことになる。この程度の額であれば，食糧補給金と農業保

険費の節約から捻出することは可能だろう。また，３５０億円の国内融資

の原資の一部は，アメリカの余剰農産物援助によって調達する目途が立

っている。

この報告書には，調査団の世銀当局に対する，以下の勧告が付されてい

た１６５）。

４件のプロジェクトはまだ世銀の最終承認が得られる条件を備えていな

い。各プロジェクトの準備状況には，以下のようにかなりの違いがある。

① 愛知用水：他の３プロジェクトと較べて準備はもっとも進んでいる。

残っているのは，ダムおよび水路の詳細な設計と，実施機関の根拠法の

制定である。詳細設計，建設の監督・実施，高地かんがいについては，海

外の企業・専門家が技術援助を行う必要がある。日本で経験の少ない高

１６５） “Submission of Report of Agricultural Mission to Japan,” Annex to SLC/O/735,
〔December 22, 1954〕[WBGA 1857473]. 勧告の部分は，世銀の内部向けの
文書なので，日本政府に渡した報告書からは除かれている。

表８ 農業調査団報告書の農業プロジェクト見積額

プロジェクト名 費用総額
億円

外貨必要額
億円

米貨換算額
１００万ドル

愛知用水
八郎潟
篠津
機械開墾

２４０
１５０
１００
３０

３６
１１
１１
５

１０．０
３．０
３．０
１．５

小計 ５２０ ６３ １７．５

追加機械開墾 １４０ １１ ３．０

合計 ６６０ ７４ ２０．５

［注］１． 追加機械開墾は，機械開墾事業の試験計画実施から２年後に予定。
２． 費用総額６６０億円は，約１億９，０００万ドルに相当する。

［出所］「国際復興銀行農業調査団報告書」農林省訳（愛知用水公団編『愛
知用水史（資料編）』１９６８年，p. 231）。
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地かんがい技術の導入など，このプロジェクトには利点がある。世銀は

この事業に関心を抱き，借款交渉に前向きであることを表明すべきであ

る。

② 八郎潟干拓：このプロジェクトの経済的利益は十分に証明されている

ようであるが，設計は未完成で，モデル・テストも残されている。今の

ところ世銀が貢献できる余地はないので，日本政府に対し，設計とモデ

ル・テストが完了した後に，結果を報告するよう求めればよい。

③ 篠津泥炭地：このプロジェクトは，経済的に正当化できるだけでなく，

泥炭地を耕地に転換する可能性を試すという点でも重要である。輸入機

械の効率性を証明するためには更なる調査が必要であるが，世銀はこの

プロジェクトに積極的であることを示すべきである。

④ 機械開墾と乳牛輸入：調査団は，開墾地の速やかな拡大がもっとも重

要であり，そのためには近代的で大規模な開墾方式が日本に導入される

べきであると考えた。長期的に見れば，おそらくこれが日本経済のため

に世銀が果たすことが出来る最大の貢献になるだろう。世銀は，このプ

ロジェクトに強い関心を持ち，援助の意思があることを示すべきである。

調査団は，世銀が以下の行動を取るよう勧告する。

① 日本政府に本報告書を渡す。

② 日本経済の復興と発展のため，農業プロジェクトに高い優先度を与え

るという世銀・日本政府の見解を，調査団が確認したことを日本側に伝

える。

③ 農業部門に２，０００万ドル規模の世銀融資を行うことを確認する。

④ いずれのプロジェクトも，世銀融資に適合する健全なプロジェクトた

りうるとした，１９５４年１１月１１日のブラック総裁の吉田首相に対する

言明を確認する。

⑤ 設計の完成，コストの見積り，実施体制の検討，円資金の確保が，融

資のために不可欠なことを日本政府に伝える。
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⑥ 機械類のみならず，プロジェクトの実施に必要な，設計・監督・建設

のための資金も世銀が融資する用意があることを日本政府に伝える。

１９５５年２月８日，世銀は「農業事業開発に関するメモランダム」（２月７

日）を井口駐米大使に渡した１６６）。メモランダムには，世銀との借款交渉

開始に当たって日本政府が検討すべき，以下の事項を掲げられていた。

① 世銀借款の実施するための機構を新設すべきである。八郎潟と篠津泥

炭地については，事業を委託できる機構がすでに存在するが，愛知用水

と機械開墾事業については新設する必要がある。

② 世銀借款の外に必要となる巨額の円資金の調達について，政府が必要

な資金を供給するという保証が必要である。

③ 愛知用水については，愛知用水公社が水利施設の所有，建設および運

営に当たるのが適切と考える。なお，入植と土地開墾は農林省が，給水

は名古屋市等の自治体が担当することが望ましい。

④ 機械開墾事業は，今後２０年間に及ぶと見込まれる開墾事業のパイロ

ット事業である。機械開墾公社を新設し，この公社が開拓適地の伐開や

整地を請け負うとともに，伐開機械及び土壌運搬機械の所有・管理・運

営・維持を行うのが望ましい。

⑤ 篠津泥炭地事業については，北海道開発局と農林省農地局の見解が一

致しておらず，具体的な建設計画も提出されていないので，今後検討す

る。

⑥ 八郎潟については，設計の大部分が今後に残されている。もっとも重

要な樋門と排水口の設計が出来上がった後に，導入する機械の種類や量

を決めることになる。

⑦ 開墾地が拡大するにつれて乳牛の需要が増大するので，今後，乳牛の

１６６）「世銀借款に関する件」昭和３０年２月８日，井口大使発重光外相宛［外交史
料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。メモランダムの邦訳は，愛知用水公団編 [1968b]
pp. 233-245に収録されている。
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輸入を増やす必要がある。乳牛輸入について，日本側から提案がなされ

ていないが，提案があれば世銀は検討する用意がある。輸入する場合，

オーストラリア，ニュージーランドのジャージー種を推奨する。

こうして，１９５５年２月から日本政府は世銀と実務レベルの交渉に入っ

た。同年３月には，アメリカとの余剰農産物受入交渉も妥結し，円資金の

調達の目途も立った。

世銀農業調査団報告書は，コメを中心とする農業政策，開拓よりも土地

改良に重点を置く食糧増産政策，コメ・ムギに対する食糧管理制度などの

日本の農政の根幹に対する批判を含んでいた。この報告書について，農林

省は公には何もコメントしなかった。しかし，１９５６年半ばに，八郎潟干

拓には世銀資金を導入しないことを決めた理由が，世銀の報告書は内政干

渉だという反発にあったと伝えられたように，農林省は報告書を快く受け

止めてはいなかったと思われる１６７）。

（３） 余剰農産物借款と円資金

余剰農産物借款への期待 アメリカ余剰農産物援助の見返資金は，世銀か

ら得られなかったインパクト・ローンの代替として，とりわけ農業借款に

おいて重要な役割を果たした１６８）。

余剰農産物援助は，アメリカで１９５０年代に深刻化した余剰農産物問題

に対処するために始まった。まず５３年に MSA（相互安全保障法）の一部

に余剰農産物援助が設けられ (MSA550)，次いで５４年７月１０日に，「余剰

農産物処理法」（The Agricultural Trade and Development Assistance Act of 1954，

通称 PL480）が制定され，MSA から独立した経済援助となった１６９）。PL480

の余剰農産物は，借款または贈与の形で受入国に供与される。その目的は，

１６７）『日本経済新聞』１９５６年７月１８日。
１６８） 本稿（上）pp. 51-52参照。
１６９） Ruttan [1996] pp. 153-154.
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対外経済援助よりも，余剰農産物の処理とアメリカ農産物の市場開拓に重

点があった。したがって，PL４８０は経済援助ではなく，一種の管理貿易と

も言える。PL４８０が経済援助の性格を強めるのは，６０年代半ば以降であ

る１７０）。

しかし，外貨不足の国にとっては，外貨なしで農産物を輸入できる PL

480借款は魅力があった。また，PL480借款は，現地通貨で長期に償還

すればよかったので，受入国は見返資金（援助物資の売却代金）を財政資金

として運用できた。ただし，見返資金の一部はアメリカ政府のために留保

され，アメリカ政府の政策目的（米軍軍事基地の維持やアメリカの農産物の販

売促進）に沿って使用された。また見返資金の受入国自主使用分について

も，使途等に一定の制約が課された。

日本は，１９５４米会計年度 (MSA550)５，０００万ドル，５５米会計年度 (PL480)

１億ドル，５６米会計年度 (PL480)７，７０５万ドルの３回にわたり，アメリカ

から余剰農産物を受け入れた１７１）。

第１回目は，MSA550にもとづく余剰農産物受入であった。１９５４年３

月８日に，日米 MSA 協定の一環として「農産物の購入に関する協定」

が締結され，５，０００万ドルの余剰農産物が無償提供された１７２）。５，０００万ド

ルの余剰農産物を売却した積立円のうち４，０００万ドルはアメリカ軍の域外

調達（日本における軍需物資買付）に用いられ，日本側使用分の１，０００万ド

ルについても，アメリカ政府の意向で，使途が防衛産業の整備に限定され

た。見返資金の使用目的が限定されたことは，多様な経済目的での使用を

望んでいた日本側を失望させた１７３）。「MSA 小麦」はアメリカ農産物の日

１７０） 川口融 [1980] pp. 45-46.
１７１）１９５０年代日本の余剰農産物受入に関する研究としては，赤根谷達雄 [1993]，

柴田茂紀 [1999]，[2001]，水本忠武 [2001] がある。
１７２） 大蔵省財政史室編 [1999] pp. 552-555.
１７３） 鈴木源吾大蔵省財務参事官は，「MSA５５０条の協定における３６億円の使途

に関する米国側との交渉で苦い経験をなめ」たと述べている（鈴木源吾「余
剰農産物見返円問題の折衝経緯と今後の問題点」『金融財政事情』１９５４年１２
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本市場蚕食，アメリカの日本への再軍備圧力の象徴的存在となり，対米従

属の烙印を捺された１７４）。

１９５４年初め，アイゼンハワー大統領は，大統領教書において新たな余

剰農産物援助構想を打ち出した。日本政府は，MSA550援助よりも受入

月１３日号，pp. 27-28）。なお，柴田茂紀 [2001] は，MSA５５０援助と日本の
航空機産業との関連について詳細に論じている。

１７４） 余剰農産物受入の対米従属的性格を指摘した当時の論稿は数多いが，ここで
は代表的なものとして近藤康男 [1954] を挙げておく。

表９ 日本のアメリカ余剰農産物の受入

MSA550援助 日米余剰農産物第１次協定 日米余剰農産物第２次協定

調印
発効

１９５４年３月８日
１９５４年５月１日

１９５５年５月３１日
１９５５年６月２５日

１９５６年２月１０日
１９５６年５月２９日

品目
（借款分）
小麦
大麦
コメ
綿花
葉タバコ
飼料
輸送代

―
―
―
―
―
―
―
―
―

千ドル

８５，０００
２２，５００
３，５００
１５，０００
３５，０００
５，０００
―

４，０００

（３０６億円）
（３４万トン）
（５．５万トン）
（１０万トン）
（１７．５万俵）
（２，７００トン）

千ドル

６５，８００
２７，３００
４，８００
―

１８，７００
２，７００
６，４００
５，９００

（２３６．８億円）
（４５万トン）
（１０万トン）

（１０万俵）
（１，５００トン）
（１１万トン）

（贈与分）
小麦
大麦
小麦・脱脂粉乳
綿花

５０，０００
（５０万トン）
（１０万トン）

―
―

１５，０００
―
―

１２，０００
３，０００

１１，２５０
―
―

１１，２５０
―

合計 ５０，０００ １００，０００ ７７，０５０

積立円の使用割合
米国側
日本側

１００％（１８０億円）
８０％（１４４億円）
２０％ （３６億円）

１００％ （３０６億円）
３０％ （９１．８億円）
７０％（２１４．２億円）

１００％（２３６．８億円）
２５％ （５９．２億円）
７５％（１７７．６億円）

借款条件
期間
支払通貨
利率

―
―
―

４０年（据置期間３年）
米ドルまたは円

米ドルの場合３％，円の場合４％

４０年（据置期間３年）
米ドルまたは円

米ドルの場合３％，円の場合４％

［注］ 金額・数量は協定上の数値。
［出所］ 澄田智・鈴木秀雄編『財政投融資』財務出版，１９５７年，pp. 486-506等より作成。
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国にとって有利な条件の援助が成立すると期待した１７５）。そこで，６月初

めの吉田訪米（実際には向井忠晴特使が訪米）に間に合わせるべく，３月初

めから各省幹部が集まり，余剰農産物受入計画を立て始めた１７６）。６月に

渡米した向井特使はアメリカ政府に対して，５５年度に１億３，０００万ドル

～１億４，０００万ドルの余剰農産物受入の希望を伝え，総額４７０～４８０億円

にのぼる見返資金の使途に関する試案を示した１７７）。しかし，この時は，

まだ PL480法は議会で審議中であった。

FOA 調査団の来日 ７月１０日に PL480が成立すると，ただちに日本政

府は，国務省，FOA，農務省に対して非公式に余剰農産物の買付要請を

行うとともに（１２日～１４日），来日中のマイヤー FOA 調査団長に協議を

申し入れた。

日本政府は，PL480が定めた期間内（１９５５～５７米会計年度の３カ年）に，

総額で４億ドルの余剰農産物を受け入れる可能性を打診した１７８）。PL480

の枠は３年間合計１０億ドル（売却分７億ドル，現物贈与３億ドル）であり，

長期協定を結んで日本１国が４億ドルを確保することに，国務省や FOA

は否定的であった１７９）。

１７５）「過剰農産物の受入について」大蔵省，昭和２９年５月１２日［旧大蔵省史料
Z522-119］。

１７６）『農林省年報』昭和２９年度版，pp. 68-69.
１７７） “Current Economic Problems in Japan,” undated［「１９５４年７月来日の FOA

世銀調査団関係」］。この時の試案は，本稿（上）表３に示したものと同一で
ある。

１７８）「農業貿易振興及び援助法に基く米国余剰農産物買付に関する説明資料提出
に関する件」井口大使発 岡崎大臣宛，昭和２９年７月１６日［旧大蔵省史料
Z522-120］。「世銀借款要請及び余剰農産物買入れ代り円資金の運用に関す
る説明」〔昭和２９年８月頃，作成者は大蔵省と推定〕［旧大蔵省史料 Z18-
15］。

１７９） 農務省は日本案に賛成したが，国務省は，「かかる厖大な計画を一度に提案
することは他国との振り合いもあり得策でない」と述べ，FOA は，「その存
続自体が毎年議会で問題となっている際でもあり長期協定について疑問はあ
る」とした（「米国余剰農産物処理法の件」井口大使発 岡崎大臣宛，昭和
２９年７月１６日［外交史料館 E’2.3.1.4第５巻］）。
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日本政府は，来日中の FOA 調査団のマイヤー団長に対しても，受入を

打診した。マイヤーは日本側の性急さに戸惑いを隠しきれない様子であっ

た。マイヤーは，７月１６日の武内公使らとの会談において，「農産物購入

については日本側の提案を聞く用意があるが，本件につき交渉する用意は

ない」と述べ１８０），２３日の愛知通産大臣との会談では，「果たして日本が

それだけの余剰農産物を必要とするのか」と疑問を提示した１８１）。

日本政府が余剰農産物受入に熱意を示したのは，軌道に乗り始めた世銀

借款の実現に，余剰農産物見返資金が必要であったからである。日本政府

は，すでに前年の１９５３年６月に世銀のガーナー副総裁から，インパクト

・ローンを日本に供与しない方針を告げられていた。にもかかわらず，イ

タリア等の前例もあったので，日本政府はインパクト・ローンを断念しな

かった。しかし，５４年５月末の小笠原蔵相の書簡に対するブラック総裁

の返答により，世銀が日本にインパクト・ローンを貸さないという姿勢が

揺らぎのないものであることが明らかになった。そうした時に，ちょうど

PL480が登場したのである。

日本は，１９５３～５４年に国際収支危機に陥り，緊縮政策を余儀なくされ

ており，財政から資金を捻出することは難しかった。そこで，政府は世銀

借款プロジェクトに必要な円資金をすべて余剰農産物見返資金から調達す

る計画を立てた。しかし，この方針に世銀は批判的であり，円資金はでき

るだけ国内から調達すべきだと主張した。世銀の主張は，日本の対外債務

の増大を避けたい債権者としての立場と，外資への安易な依存が引締め政

策を骨抜きにすることへの懸念にもとづくものであった１８２）。

１８０）「FOA ミッションとの会談録」昭和２９年７月１６日，欧米一課［「１９５４年７
月来日の FOA 世銀調査団関係」］。

１８１）「愛知通産大臣 FOA 調査団会見記」昭和２９年７月２３日［「１９５４年７月来日
の FOA 世銀調査団関係」］。

１８２）「財報 (A) 第九号」昭和２９年６月１１日，財務参事官室［旧大蔵省史料
Z522-217］。「世銀外資受入れの意義 － 併せて，円資金調達の考え方」昭
和２９年７月１３日，大蔵省［旧大蔵省史料 Z522-167］。
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こうした世銀の懸念に配慮して日本政府は，見返資金を愛知用水等の農

業開発プロジェクトに集中する方針に転じた１８３）。１９５４年７月２１日，愛

知通産大臣（経済審議庁長官兼任）は来日中の世銀ドールに対して，つぎの

ように説明した１８４）。

「実は昨年迄は率直に言うと小笠原蔵相も impact loan の希望を捨てて
ママ

なかったが（むしろそれを前提として色々の借款と考えていた），その後往復書

簡等により不可なることが判明したので，現在では完全にインパクト・ロ

ーンは断念し，世銀借款に伴って必要となる円資金も，極力財政投融資の

枠内及び自己調達によって賄いたいと考えている。ただ如何に努力しても

賄い切れない分は余剰農産物買入れ見返り資金を運用していただきたく，

期待をもっている。特に愛知用水については５年間で所要資金３０８億円，

財政資金で円調達は極力賄うつもりだが，どうしても不足分が出ると思う

ので，この点 FOA の理解と協力が望まれる。石炭，鉄鋼，機械について
ママ

は与う限り自己調達ならびに国内の財政投融資の枠内で賄う故，仮に見返

り資金の運用により一部賄うとしても，極めて少額に過ぎないものと考え

られる。水力発電については，５ヶ年計画の一部であり，既に計画されて

いる故心配はない。」

実際に政府が計画していたのは，愛知の説明とはやや異なっており，世

銀借款農業プロジェクトの円資金全額を余剰農産物見返資金に仰ぐという

ものであった。１９５４年９月，世銀農業使節団の離日に際して，デフリー

ス団長は，円資金を見返資金のみに依存することには賛成できないと，日

本側を牽制した１８５）。しかし農林省は，円資金の全額を見返資金から調達

１８３）「農業貿易振興及び援助法に基く米国余剰農産物買付について」〔昭和２９年
７月３０日，大蔵省〕［「１９５４年７月来日の FOA 世銀調査団関係」］。

１８４）「通産大臣，世銀ドール氏との会見」昭和２９年７月２１日［「１９５４年７月来
日の FOA 世銀調査団関係」］。ドールは，すべてのプロジェクトに対して余
剰農産物資金を予定すると，世銀借款の実現が遅れるという見解を示した（「８
月１７日 ドール北海道視察後」〔昭和２９年８月１７日，作成者不明〕［「１９５４
年７月来日の FOA 世銀調査団関係」］。
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する方針を放棄しなかった。それは農林省が，余剰農産物受入４億ドル

（１，４４０億円）が実現し，見返円の１／３～１／２が農林省に配分されるという

楽観的な見通しに立っていたからであり，また，財政資金から調達する道

もなかったからである。おそらく，農業借款の円資金をすべて見返資金に

仰ぐことには無理があると，農林省も自覚していたであろう。日本開発銀

行という既存の財政投融資の資金ルートを持つ工業や電力産業と異なり，

農地開発にはそうしたルートがなく，世銀借款プロジェクトを推進するた

めには，農林省は机上の空論とわかっていても，円資金の全額を見返資金

に依存するプランを作るしかなかった。

愛知訪米 余剰農産物交渉は１９５４年１０月の愛知通産相の訪米から本格的

に始まった。

愛知訪米前に，関係省庁は交渉に臨む以下の方針を決定した。

① 余剰農産物受入は，買付１億３，３３９万ドル（４８０億円），贈与２，５１５万

ドルの計１５，８５４万ドルとする。

② 見返円４８０億円の配分は，愛知用水等農業開発５０億円，日本輸出入

銀行の資金充実２７０億円，移民の促進３５億円，防衛産業の整備７２億円，

防衛道路の建設５０億円，生産性向上３億円とする１８６）。

１９５４年１０月に経済審議庁が作成した余剰農産物買入の長期試案では，

世銀農業借款２，０００万ドルで実施予定の事業（愛知用水，根釧・上北開墾，

篠津泥炭地開発，八郎潟干拓，追加開墾）の円資金（６５４億円）は，すべて見

返資金に依存する計画になっていた１８７）。

愛知訪米時の対米交渉は１１月１４日に大筋で妥結し，細目はその後の交

１８５）「世銀借款問題」昭和２９年９月２２日，外務省［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第
２巻］。

１８６）『農林省年報』昭和２９年度版，p. 72.
１８７）「余剰農産物買入れ並びに買入れ代り円資金の使用について」昭和２９年１０

月１４日，経済審議庁［外交史料館 E’2.3.1.4第７巻］。
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渉に委ねられた１８８）。この交渉で決まった内容はつぎの通りである。

① 受入額：１億ドル（買付額８，５００万ドル，贈与１，５００万ドル）

② ８，５００万ドルの買付に対応する見返資金の配分：日本側使用分７０％

（５，９５０万ドル，２１４億２，０００万円），アメリカ側使用分３０％（２，５５０万ドル，

９１億８，０００万円）

余剰農産物受入額が，日本側の希望額の約６割にとどまったのは，各国

の買付希望が７億ドルの枠を上回ったためである。また，見返資金も当初

予定（４８０億円）の約４５％，２１４億円となった。

見返資金の利用をめぐる交渉 その後の交渉は半年にも及び，１９５５年５

月３１日に第１次日米余剰農産物協定が成立した。交渉が長期化したのは

日米間の利害の調整に手間取ったためであり，そのことは，余剰農産物交

渉が本質的に農産物の貿易交渉であったことの現れでもある。余剰農産物

受入に際して，受入国は通常輸入量の確保を義務付けられる。その結果，

アメリカからの農産物輸入量が増えれば，他の輸入先との通商関係に悪影

響を及ぼすことになる。また，アメリカが求める，余剰農産物の５０％以

上の米国船舶による輸送という条件は，日本の海運業の利害と対立する。

こうした不利益を補うだけの有利な条件を，見返資金から引き出すことが

できるかどうかが，交渉の焦点となった。

見返資金の自主運用については，日本政府の希望がある程度満たされ，

PL480第１０４条の定める使用目的の範囲内であれば１８９），見返資金を日本

側が自主的に使用することが認められた。

ただし，見返資金を日本側が完全に自主的に運用できたわけではない。

使途の大枠については，日米間の合意が必要であった。余剰農産物援助は

１８８）『日本経済新聞』１９５４年１１月１４日。
１８９） 第１０４条 (g)項「多数国間の貿易及び経済の発展を促進するための借款」と

いう条件を満たすこと。
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アメリカの農産物市場の拡大を目的とするものであり，その資金を用いて，

日本が農業生産の拡大を図ることは，アメリカの市場を狭めることに繋が

るので，目的に反することになる。FOA フィッツジェラルド次長は東畑

四郎農林次官に対して，「農業投資も日本経済にとって重要であることは

了解できるが，立法の経緯等から見ても，大きい金額をこれに当てること

は困難であり，米側の意向としては全体の資金量及びその配分との関連も

あり，日本側の計画よりモデストたらざるを得ない」と述べ，愛知用水等

の農業事業への見返資金運用計画を縮小するよう求めた１９０）。同様に，ア

メリカ側は，日本輸出入銀行の資金充実のための利用は，日本の輸出振興

をアメリカが援助することになるので，認められないとした１９１）。しかし，

これについては，日本輸出入銀行（以下，輸銀と略す）に予定した見返資金

を電源開発に振り向け，その代わりに，電源開発用の財政投融資資金を輸

銀に回すという便宜的な措置をアメリカ側が了解ししたため，実質的には

日本側の希望が通った１９２）。

見返資金が当初の予定額よりも大幅に縮小したため，日本政府内で資金

配分の再度の調整が必要となった。調整の結果，１９５５年１月２５日の閣議

で，見返資金２１４億円を電源開発，農業開発，日本生産性本部に配分する

ことが決定した１９３）（表１０）。最初の予定額と較べると，道路，防衛産業，

１９０）「米国余剰農産物受入交渉の現状に関する件」昭和２９年１１月４日，〔外務
省〕経三［外交史料館 E’2.3.1.4第８巻］。東畑四郎 [1980] pp. 192-199参照。

１９１）「余剰農産物国会想定問答」財務参事官室，昭和２９年１１月２９日［旧大蔵省
史料 Z522-121］。認められなかった輸銀資金は，財政投融資計画の配分の調
整（輸銀資金と電源開発資金との入れ替え）により，政府資金から調達され
た（大蔵省財政史室編 [2000] pp. 110-115）。

１９２）「余剰農産物受入交渉のメモランダムに関する件」岡崎大臣発 井口大使宛，
昭和２９年１２月３日［外交史料館 E’2.3.1.4第９巻］，「余剰農産物交渉」〔昭
和３０年３月〕，〔外務省〕経済三課［外交史料館 E’2.3.1.4第１１巻］。

１９３）「国内情報第３号」財務参事官室，昭和３０年１月３１日［旧大蔵省史料
Z522-122］）。その後，１９５５年５月２７日の高碕・マイヤー交換文書によって，
この配分について米国側の了解を得た（「第２次余剰農産物協定による見返
円資金の配分計画について」〔昭和３１年１月，大蔵省〕［旧大蔵省史料
Z522-130］）。
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移民事業への配分はなくなり，輸銀（電源開発として計上）は約２／３，農業

開発は６割，生産性本部は５割に削減された。農業開発への配分は相対的

に優遇されたことになる。「MSA 小麦」に対する国内の反発が強く，

PL480余剰農産物を受け入れる際には，余剰農産物輸入が日本農業に与

える損害の代償として，見返資金を農業開発に優先的に用いるべきという

世論が強かったためと考えられる１９４）。

しかし，世銀農業プロジェクトの円資金をすべて見返資金に仰ぐ農林省

の構想は破綻した。大蔵省主計局は，農業プロジェクト所要資金５５２億円

（追加開墾分を除く）のうち，２７３億円は最終的に国庫の負担になると試算

した１９５）。また，日本側は，農業開発資金の半額程度を贈与とするよう求

めたが１９６），アメリカ側によって拒否され，全額，有利子の借款になった１９７）。

１９４） 愛知用水公団法・農地開発機械公団法の審議の際に参議院は，「見返り円資
金は，国内農業開発のため，優先かつ重点的に支出すべきである」という付
帯決議を行った（「愛知用水事業の問題点（上）」『河川』１９５５年１１月号，
p. 55）。

１９５）「余剰農産物受入見返円による農業開発計画について」昭和３０年２月１１日，
〔大蔵省〕主計局［旧大蔵省史料 Z522-122］。

１９６）「余剰農産物買入れ（特に買入れ代り円資金の使用に関連して）に関する基

表１０ 第１次余剰農産物借款見返資金の配分案と確定額
（単位：１００万円）

配分案 確 定

総額 借款 贈与 総額 借款 贈与

農業開発
日本輸出入銀行
移民事業
防衛産業
道路
生産性本部
電源開発

５，０００
２７，０００
３，５００
７，２００
５，０００
３００
―

２，５００
２７，０００

―
３，６００
―
―
―

２，５００
―

３，５００
３，６００
５，０００
３００
―

３，０００
―
―
―
―
１５０

１８，２５０

３，０００
―
―
―
―
１５０

１８，２５０

―
―
―
―
―
―
―

合計 ４８，０００ ３３，１００ １４，９００ ２１，４００ ２１，４００ ―

［出所］『農林省年報』昭和２９年度版，p. 72，澄田智・鈴木秀雄『財政投融資』財務出版，
１９５７年，pp. 489-490, p. 501．
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余剰農産物受入の贈与部分の農業プロジェクトへの使用が認められなかっ

たことは，プロジェクトの採算を狂わせた１９８）。

第１次余剰農産物協定の締結（１９５５年５月） 余剰農産物借款の金利４％は，

日本政府にとって魅力であった（資金運用部からの借入金利は６．５％）。しか

も，PL480は，返済は受入国通貨で行うと定めていたので，ドルを準備

する必要もなかった。

金利・期間については，アメリカ側は４％，４０年を提示し，日本側は

２．５％，２５年，ないし３％，３０年を主張した。日本側は，期間を短縮する

代わりに，金利を下げさせようとした１９９）。

日米交渉において，難航したのがドル・クローズ問題であった。ドル・

クローズとは，返済の際に契約時の為替レートを適用することを定めた契

約条項のことである。日本側は，余剰農産物借款は円での借入・返済であ

るから，ドル・クローズを付ける必要はないと考えていた２００）。ところが

アメリカは，長期借款に対して一律にドル・クローズを求めており，それ

は余剰農産物借款にも適用されると主張した。アメリカがドル・クローズ

を要求する理由は，為替切下げリスクを回避することにあった。このよう

にアメリカ政府が，PL480に明記されていないドル・クローズを持ち出

本方針（案）」大蔵省，昭和２９年１０月１２日［旧大蔵省史料 Z522-120］。
１９７） 日本側が自主的に利用できるのは借款の部分だけである，農業に大きな金額

を振り向けることは「余剰農産物処理法」の立法の趣旨からして困難である，
というのがアメリカ側の説明であった（「余剰農産物処理問題に関する FOA
次長の内話に関する件」井口大使発 緒方大臣宛，昭和２９年１０月２８日［外
交史料館 E’2.3.1.4第７巻］）。

１９８）「余剰農産物協定の対案として考えられる場合」財務参事官室，昭和３０年３
月２日［旧大蔵省史料 Z522-122］。１９５４年９月の試案では，愛知用水事業
の見返資金からの調達額６３億円のうち，５４億円を贈与資金から引き出す予
定であった。

１９９）「余剰農産物受入交渉に関する件」外務大臣発 在米大使宛，昭和３０年２月
１４日［旧大蔵省史料 Z522-122］。

２００）『朝日新聞』１９５５年２月２０日。ドル・クローズは，日本側に為替リスクを
負担させることになる。
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したために，交渉は行き詰まった２０１）。そこで日本政府は，あえてドル借

款に切り替えることで，ドル・クローズを回避する方策を考案し（３月７

日）２０２），アメリカ政府に打診した２０３）。この方式に依れば，余剰農産物買付

のうち日本側使用部分（５，９５０万ドル）がドル借款となる。日本にとってド

ルの節約にはならないが，金利面でアメリカから譲歩を得られるならばメ

リットはあった。

ところが，日本の新たな案に対して，世銀からクレームがついた。余剰

農産物借款と世銀借款とは返済時期が重なり，世銀借款の返済に支障を来

しかねないので，ドル建てにすることは問題があるという指摘である２０４）。

５月初めには，ガーナー副総裁が，日本政府は世銀の主張を無視している

と非難し２０５），日本側が対応を講じなければ，世銀借款交渉をストップす

ると圧力をかけた２０６）。結局，日本側はドル借款契約に，ドルのほか円で

も返済できる旨の文言を入れることで，世銀と合意に至った。

こうした紆余曲折を経て，ようやく１９５５年５月３１日に日米余剰農産物

協定は正式調印された。条件は期間４０年，元金・利子返済はドルによる

が，日本側の選択で円による返済も可能（協定第６条）２０７）。利子は，ドル

返済の場合には３％，円返済の場合には４％と定められ，日本側にとって

２０１） アメリカ側は，２月２３日，日本側の要請を拒否した（「余剰農産物受入交渉
に関する件」米大使館発 外務大臣宛，昭和３０年２月２３日［旧大蔵省資料
Z522-122］）。

２０２）「余剰農産物受入に関する日本側新提案要旨」昭和３０年３月１６日，〔大蔵
省〕［旧大蔵省史料 Z522-123］。『日本経済新聞』３月７日（夕刊），３月８日。

２０３）「余剰農産物協定米側第三次案について」財務参事官室，昭和３０年４月１２
日［旧大蔵省史料 Z522-123］。

２０４）「余剰農産物受入交渉に関する件」昭和３０年３月１８日［外交史料館
E’4.1.0.2.1第３巻］。

２０５）「世銀借款に関する件」井口大使発 重光大臣宛，昭和３０年５月６日［外交
史料館 E’4.1.0.2.1第３巻］。

２０６）「世界銀行借款に関する件」井口大使発 重光大臣宛，昭和３０年５月１３日
［外交史料館 E’4.1.0.2.1第３巻］。

２０７） アメリカの法律との関係で，協定はドル借款とは明記されていないが，事実
上ドル借款であった（「余剰農産物協定の交渉経緯とその内容」『金融財政事
情』１９５５年６月６日）。
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は，当初の希望（２．５％）は満たされなかったものの，低金利の希望は満た

された２０８）。

貿易・通商面から見ればメリットに乏しい余剰農産物受入を，日本政府

が熱心に求めたのは，１９５４年に深刻な外貨危機に直面していたためであ

る。しかし５５年に入ると，輸出は順調になり，外貨状況も好転して，協

定締結の必要は薄れてきた２０９）。難航する交渉を進め，協定を成立させた

のは，交渉の打ち切りが日米関係に与える悪影響についての外務省の懸念

と，農地開発資金の確保への農林省の熱意であった。

第２次余剰農産物協定 第２次余剰農産物協定の交渉は，１９５５年９月～

１０月に訪米した河野一郎農林大臣のイニシアティブにより，農林省のペ

ースで進んだ２１０）。

１９５５年６月末頃に，アメリカ政府は５６米会計年度（５５年７月～５６年６

月）の余剰農産物受入について日本政府に打診してきた。これを受けて，

日本側では第２次協定の検討作業に入ったが，農林省を除く各省は受入に

消極的であった。大蔵省は，農産物の受入は，需給状況，買付価格，通常

貿易との関係から，個々の品目ごとに決定されるべきであり，「来年度の

財政投融資財源の獲得を目的として，これから逆算して受入の総額，受入

品目を決定すべきではない」という意見であった２１１）。経済企画庁は，「国

内農産物生産見込及び外貨ポジションからの通常輸入可能量によって，需

２０８）４％から３％になることにより，４０年間に１００億円近い金額が節約されると，
外務省は試算した（「余剰農産物の買付に関する対米交渉経緯と問題点」昭
和３０年３月２６日，〔外務省〕経三［外交史料館 E’2.3.1.4第１１巻］）。

２０９）「米国余剰農産物受入交渉打切りの影響」昭和３０年３月３日，〔外務省〕経
済局［外交史料館 E’2.3.1.4第１１巻］。「余剰農産物協定の交渉経緯とその内
容」『金融財政事情』１９５５年６月６日号，p. 26。

２１０） 丹羽雅次郎「第二次余剰農産物協定交渉について」『食糧管理月報』第７巻
第１２号，１９５５年１２月，p. 15.

２１１）「余剰農産物の第二次受入れについて（案）」昭和３０年７月３０日，〔大蔵
省〕［旧大蔵省史料 Z522-127］。
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給上，不足がある場合に限り受入を行うべき」とした２１２）。通産省は，綿

業界が過剰生産に陥っている際に，割高の米国綿花を前回並に受け入れる

ことはできないという立場であった２１３）。しかし，受入自体に強い反対は

なかったため，日本政府は，第１次と同額の１億ドル程度の余剰農産物を

受け入れる方針を決めた。

これと並行して，見返資金の配分の検討もなされた。大蔵省主計局は，

農業へ前回以上に厚く配分することには反対であった。見返資金見積額

２００億円のうち，農業関係に１００億円を投入すれば，電源開発等の資金を

圧迫し，財政投融資計画全体のバランスを崩すので，農業関係には全体の

１／５の４０億円を配分するのが妥当だとした２１４）。しかし，余剰農産物受入

の影響をもっとも受けるのは農民であるという国会の議論に配慮して，８

月初めまでに大蔵省は，農業への半額程度の配分を認めるに至った２１５）。

１９５５年９月１５日，渡米中の河野農林大臣と国務省担当者との間で第２

次余剰農産物協定交渉は妥結した。受入額は借款６，５８０万ドル，日本側の

自主使用分は７５％（第１次は７０％），受入品目は小麦４５万トン，大麦１０

万トン，飼料１１万トン，葉タバコ１，５００トン，綿花１０万俵であった２１６）。

後に決定した贈与分１，１２５万ドルと合わせ，第２次余剰農産物受入は総額

７，７０５万ドルであった。通常は半年かかる交渉を３日間で行ったと評され

たように，河野のイニシアティブで交渉は短期間に進められたが，このこ

とは政府内に不満を残す結果となった。綿花については通産省や紡績業界

が，葉タバコについては大蔵省が，異論を唱えていたからである２１７）。

２１２）「１９５５～５６年度米国余剰農産物受けいれについて」昭和３０年７月２０日，経
企庁［旧大蔵省史料 Z522-127］。

２１３）『朝日新聞』１９５５年７月５日。
２１４）「第２次余剰農産物資金の配分について」昭和３０年７月２５日，〔大蔵省〕主

計局［旧大蔵省史料 Z522-127］。
２１５）「米国余剰農産物受入れについて」財務参事官室，昭和３０年７月２７日［旧

大蔵省史料 Z522-127］。
２１６）『日本経済新聞』１９５５年９月１６日（夕刊）。
２１７）「不評，いがみ合い深刻化の第二次余剰農産物買付協定」『金融財政事情』
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円資金の確保の点では，見返資金のうち，日本側使用分として４，９３５万

ドル（１７７億６，６００万円，第１次協定の約８３％相当の金額）を確保したことは

成果であった。また，農業関係に全体の３７％（日本側自主使用分の５０％）

を超えない額を配分することで合意をみた。配分割合まで日米協議で決め

るのは見返資金の自主使用の原則に反すると大蔵省は疑義を示したが２１８），

これは農業への５０％配分の政府内の了解が覆らないために，河野農相が

設けた歯止めであったと思われる。１９５６年１月３０日の閣議において最終

的に決定した配分は，農業関係８８億８，３００万円，電源開発７８億８，３００万

円，日本生産性本部１０億円と，農林省と通産省が折半する形になった２１９）。

１９５５年１０月１０日号，pp. 12-13. 紡績業界との関係については，日本紡績
協会 [1962] pp. 261-265参照。

２１８）「第二次余剰農産物買付に関する妥協案の問題点」昭和３０年９月２６日，財
務参事官室［旧大蔵省史料 Z522-128］。

２１９）「〔大蔵省財務参事官発 米国大使館宛〕」昭和３１年２月１日［旧大蔵省史料
Z522-130］。農林省は，「連年財政投資が縮小されつつある農林漁業部門」
へのテコ入れとして評価した（『農林省年報』昭和３０年度版，p. 7）。

表１１ 第１次・第２次余剰農産物協定の見返資金使途

使 途 第１次協定 第２次協定

金額 金額 比率 金額 金額 比率

日本側使用
１ かんがい排水・開拓事業
２ 森林・畜産及び畜産製品，港湾及び貯蔵
施設，国内肥料・国内甜菜糖工業の開発

３ 電力資源の開発
４ 日本経済の生産性増進

万ドル

５，９５０．０

億円

２１４．２
３０．０

―
１８２．５
１．５

％

７０．０
９．８

―
５９．７
０．５

万ドル

４，９３５．０

億円

１７７．７
４７．４

４１．５
７８．８
１０．０

％

７５．０
２０．０

１７．５
３３．３
４．２

アメリカ側使用
１ 米軍人・軍属住宅建設等
２ 第三国向け域外買付
３ 市場開拓
４ 学生交換
５ 米国債務支払

２，５５０．０
１，７００．０
５５０．０
２００．０
７５．０
２５．０

９１．８
６１．２
１９．８
７．２
２．７
０．９

３０．０
２０．０
６．５
２．４
０．９
０．３

１，６４５．０
８０６．１
５４２．９
１３．２
１３．２
３．３

５９．９
２９．０
１９．５
４．７
４．７
１．２

２５．０
１２．３
８．３
２．０
２．０
０．５

総 計 ８，５００．０ ３０６．０ １００．０ ６，５８０．０ ２３６．９ １００．０

［出所］『農林省年報』昭和３０年度版，p. 11より作成。
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第１次協定では，通産省（電源開発と日本生産性本部）が８６％までを占めた

のと比較すれば，農林省への配分は大幅に増えている（表１１）。

第２次余剰農産物協定は，１９５６年２月１０日に調印，５月２９日に発効し

た。期間・金利は第１次と同じであった。第２次協定の交渉の際には，ア

メリカの余剰農産物問題は深刻さを増し，日本側に有利な状況が生じてい

た。５６米会計年度には余剰農産物援助の総枠（３年間）は１５億ドルから

３０億ドルに拡大された２２０）。一方，日本では食糧事情の好転（５５年の大豊

作），外貨準備の増大により，農産物輸入の必要性は減じた。第２次協定

の際は，日本の受け入れ可能な農産物が限られていたために，余剰農産物

受入額は予定額に満たなかった。

第３次以降の余剰農産物受入取止め 第３次（１９５７米会計年度），第４次（５８

米会計年度）の際には日本政府が受入の方針を決定しながらも，日米間の

協議は妥結に至らず，結局，第３次以降は，余剰農産物受入は実施されな

かった。

第３次余剰農産物受入に関しては，以下，赤根谷達雄 [1993] を参考に

して述べる。

第２次協定で，必要以上の農産物を押し付けられたという不満を持つ大

蔵省と通産省は，当初から第３次余剰農産物受入について，不要論を唱え

ており２２１），土地改良事業等の財政資金を必要とする農林省だけが，受入

を熱心に主張した２２２）。消極論が優勢であったにもかかわらず，河野農相

の強硬な姿勢に押し切られ，政府は第３次協定の交渉に入ることを決めた

（１９５６年１１月９日閣議決定）２２３）。ただし，綿花・葉タバコは受け入れない，

小麦の通常輸入量の７５万トンから５５万トンへの削減をアメリカ側に認め

２２０）『農林省年報』昭和３０年度版，pp. 7-8.
２２１）『日本経済新聞』１９５６年１１月９日，１４日。
２２２）『日本経済新聞』１９５６年１１月８日。
２２３）『日本経済新聞』１９５６年１１月９日（夕刊）。高石末吉 [1971] pp. 904-905.
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させるという条件付きであった。

ところが，１９５６年１１月初めに始まった日豪貿易会談でオーストラリア

が，年間４０万トンの小麦の輸入を日本が認めれば，最恵国待遇を与える

用意があると表明したことから，アメリカからの余剰小麦の受入不要論が

強まった。通商関係の正常化は，日本にとっては優先的な課題であり，オ

ーストラリアの対日貿易差別撤廃は，世界各国との通商関係の回復の重要

な足掛かりになる。５６年１２月の内閣交代で，農相が河野一郎から井出一

太郎に代わったことを契機に，石橋内閣は方針を転換し，５７年１月１８日

の閣議で，第３次余剰農産物を受け入れないことを決定した２２４）。

最後に余剰農産物受入の是非が議論されたのは，１９５７年であった。こ

の年は日本の国際収支が悪化していたので，第４次余剰農産物受入を是と

する声も少なくなかった２２５）。政府は９月初め，大豆・小麦・大麦の３品

目４，７３５万ドルを受け入れる方針を決定した２２６）。しかし，余剰農産物受

入を希望する国が多く，アメリカ側が強気であったため，日本が好条件を

得る見通しが立たず，結局，５８年１月７日に政府は交渉打切りを決定し

た２２７）。

以上見てきたように，余剰農産物の見返資金は，愛知用水を始めとする

世銀借款対象農業プロジェクトにとって，世銀資金以上の重みを持った。

しかし見返資金は，資金獲得の予想が立たない不安定な資金でもあった。

（４） 愛知用水借款

愛知用水事業の概略 愛知用水事業は，木曽川上流にダムを建設し，濃尾

平野東部および知多半島一帯に農業用水，生活用水，工業用水を供給する

２２４）『日本経済新聞』１９５６年１２月２８日。『毎日新聞』１９５７年１月１９日。『金融
財政事情』１９５７年１月１４日号，p. 10.

２２５） 澄田智・鈴木秀雄編 [1957] pp. 522-523.
２２６）「第四次余剰農産物受入について（閣議決定案）」〔昭和３２年９月９日〕，経

済企画庁［国立公文書館 次官会議資料］。『読売新聞』１９５７年９月５日。
２２７）『読売新聞』１９５８年１月７日（夕刊）。
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総合開発事業である。主たる目的は農業用水の供給にあり，事業は愛知用

水公団（農林省所管）が中心となって実施した。

公団発足時の「事業基本計画」（１９５５年９月）では，愛知用水の事業内容

は以下の通りとなっている。

① 木曽川支流の王滝川に有効貯水量約６，３００万トンの貯水池を新設し，

下流１２０㎞の兼山地点で取水し，対象地域の耕地３３，０００町歩に対して，

畑地かんがいと水田用水補給を実施して米麦約２７万石（米換算）の増産

を図る。

② 年間約４，５００トンの上水道・工業用水を供給する。

③ 王滝川にダム・発電所を新設し，電力供給量の年間約１億 KWH 増

大を図る。

事業費総額は，当初（１９５５年）の予定額３２１億円から，世銀借款契約締

結の時（５７年）には３３１億円，事業完成時（６１年）には４２２億円へと約１．３

倍に膨らんだ。事業費は，国，地方自治体，電力会社，農民が負担した。

資金調達面では，外資（世銀借款・余剰農産物見返資金）が約３割，財政投

融資資金が約５割，国庫補助金が２割弱であった。外資では，余剰農産物

見返資金の方が世銀借款よりもはるかに大きく，世銀借款の約７倍に上っ

た。世銀借款は，当初の計画では１，０００万ドル（３６億円）であったが，最

終的な使用額は４８７万ドル（１７億５，３２０万円）に減少し，資金調達の４％

弱を占めたにすぎなかった。

世銀との借款交渉には約３年間も要した（１９５４年９月日本政府が世銀と非

公式の交渉開始，５７年８月契約調印）。そのため，予定よりも１年間以上遅れ

て，５７年１１月に着工した。着工後は，台風による仮仕切りダムの決壊

（５８年７月～８月），牧尾ダム付近の山腹のクラック発生（５９年２月）などの

問題が発生したが，当初の予定の６０（昭和３５）年度中の完成を目標に作業

を急いだ結果，約４年間で完成した（６１年９月３０日通水）。
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愛知用水事業の発端 愛知用水事業の対象となった濃尾平野東部・知多半

島は，丘陵地が多く，表流水を利用できないため，慢性的水不足に悩まさ

れてきた。１９４７年の記録的な渇水が切っ掛けとなり，この地域の農民の

なかから，愛知用水建設の運動が始まった２２８）。森滝健一郎は，運動の主

体は在村地主がリードする「農村同志会」であり，戦後の主食の闇価格の

高騰に刺激された農業経営への意欲がこの運動の背景にあると指摘す

る２２９）。

１９４８年１０月，半田市長の森信蔵らが愛知用水開発期成会（のち愛知用水

期成同盟会と改称，会長：森信蔵）を結成した。愛知用水期成同盟会は，ア

メリカの TVA を模範とし，「民衆の自覚による民主的な力」によって，

愛知用水事業を木曽川総合開発の一環として実現し，広範な地域に利益を

均霑することを目標に掲げた。農民の生活に科学知識を普及する「文化運

動」への貢献も謳っていた２３０）。地元の関心は高く，５０年１２月には，愛

知県議会で「愛知用水開発建議案」が満場一致で採択されている。住民の

運動から始まった愛知用水は現在でも，戦後民主主義の象徴的な存在とし

て語られている２３１）。

ただし，愛知用水事業は，早い段階から中央の官僚や政治家に取り上げ

られて官製の運動の色彩を強めた。農林省は，国土総合開発法（１９５０年制

定）が制定されると，ただちに愛知用水事業を木曽水系の水資源総合開発

事業として推進することを決定し，５１年１０月１０日に農林省木曽川水系

総合農業水利調査事務所を開設した２３２）。

２２８） 地元の運動は，高崎哲郎 [2010] に詳述されている。
２２９） 森滝健一郎 [1963] pp. 24-25.
２３０） 愛知用水期成同盟会「愛知用水の趣旨と理想」昭和２４年１２月（愛知用水公

団 [1968b] pp. 3-19）。
２３１） たとえば，吉田恒昭 [2010]。
２３２） 愛知用水公団編 [1968a] p. 186. 木曽は，１９５１年１２月に全国１９か所の特定

地域の１つとして特定地域に指定された。
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愛知用水事業への外資導入計画 世銀に最初にアプローチをしたのは，愛

知用水期成同盟会であった。会長の森信蔵半田市長は，戦前に長期の在米

経験を持つ人物であったが，１９５０年５月に全国市長会アメリカ使節団員

として訪米した際に，世銀を訪れ，借款の希望を伝えた２３３）。

政府の側では，平川守農林省農地局長が，１９５１年１１月に GHQ/SCAP

のウェアリングに，愛知用水計画を世銀に伝達するよう依頼したのが，外

資導入に向けて動き始めた最初とされる２３４）。また広川広禅農相は，５２年

４月１０日，訪日中の FAO（国連農業開発機構）事務総長ドッドに対して，

木曽川・長良川流域の畑作改良のために外資導入する可能性を質した２３５）。

１９５２年１０月に最初の世銀経済調査団が来日した際，日本政府が提出し

た借款希望プロジェクトには，農業関係プロジェクトとして唯一，愛知用

水事業が含まれていた。これは，総事業費２４８億３，０００万円のうち，二子

持ダム建設および導水路費用（国営部分）の全額１８３億円（５，０８３万ドル，

総事業費の約７４％）を世銀借款に仰ぐという計画であった２３６）。また，農林

省は，外国コンサルタント会社の協力を得ることが世銀に対するアピール

になると判断し，５３年８月に，只見川調査の経験があるアメリカのパシフ

ィック・コンサルタンツ（Pacific Consultants Inc., 本社シカゴ，社長エリック

・フロアー (Erik Floor)，以下 PCI と略す）と契約を結んだ２３７）。

世銀農業調査団の調査 世銀経済調査団は，１９５２年１１月６日，はじめて

２３３） 愛知用水公団編 [1968a] p. 143. この事実は，今のところ，世銀側の史料か
らは確認できていない。

２３４） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 204-205。清野保（前農地局建設部長）「公団創
設までの経緯」畑地かんがい研究会編 [1961] p. 34.

２３５）『日本経済新聞』１９５２年４月１１日。
２３６）「外資関係資料 木曽川水系愛知用水事業」昭和２７年１０月１日 農林省農

地局，“General Plan of Aichi Irrigation Project (submitted to World Bank
Mission)”, Agricultural Land Bureau, Ministry of Agriculture & Forestry, De-
cember 26, 1952［旧大蔵省史料 Z528-3-75］。

２３７） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 195-196. PCI は米陸軍と関係の深い会社であっ
た。
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愛知用水を視察し２３８），５４年７月～９月には世銀農業調査団の調査が実施

された。

農林省は，大規模農地開発事業のなかでもとくに愛知用水を重視し，こ

のプロジェクトを世銀にアピールすることに腐心した。世銀農業調査団と

の接触の状況を記した農林省農地局経済課長の報告には，つぎのように記

されている２３９）。

愛知用水が地元農民の熱意によって支えられ，計画もよく練られている

ことは世銀調査団に感銘を与えたが，調査団はなお若干の点に疑問を抱い

ている。第１に，調査団は傾斜地の畑地かんがいの技術的・経済的妥当性

に疑義があるようだ。第２に，調査団は水田の開墾よりも未墾地の開発の

方に関心がある。「これは，よく開発された水田を更に改良する事柄の複

雑さと，見た目でそれが仲々判りにくい点に比して，開墾は調査団の方々

にとって理解しやすいことが原因であったと思う。」

こうした農林省の懸念はあったが，農業調査団長デフリースは，愛知用

水事業を世銀融資の候補として採択した。「農業調査団報告書」（１９５４年１２

月）は，以下のように，愛知用水の意義を認めた。

１１，０００ヘクタールの畑地のかんがいを実施するこの計画は，まったく

新しい試みであり，「受益度は大きく，又デモンストレーション的な価値」

もあるので，「大いに注目を浴びるだろう。」この事業による農業の粗生産

額は５０億円，農民の純益は少なくとも２５億円に達すると見込まれ，「穀

物生産の増加だけでも外貨の節約は年間６００万ドルに達するだろう。」た

だし，今後解決すべき組織・財政・経営面の問題も多い。この複雑な事業

の実施には，独立採算制の新設法人を当たらせるのが望ましい。日本政府

２３８） 高崎哲郎 [2010] は，１９５２年１０～１２月の世銀経済調査団と５３年１１～１２月
のドール調査団を混同している (p. 104, p. 114, p. 245)。５２年の経済調査団
は愛知用水を視察したが，５３年のドール調査団は視察していない。

２３９）「〔農林当局と世銀調査団との接触の模様〕」昭和２９年８月１９日，農林省農
地局経済課長［外交史料館 E’4.1.0.2-1-1第２巻］。
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は世銀に対して，事業費のうち外貨所要額１，０００万ドルの融資を要請して

いる。世銀調査団は，３，４ヵ月以内に，技術報告書を作成する予定であ

る。

ついで，１９５５年２月７日の世銀のメモランダムは，以下の具体的な示

唆を行った。

① 事業の建設・所有・運営の主体として，公社を設けるのが適切である。

② 傾斜地かんがい事業については，外国人専門家の援助を受けることが

望ましい。

③ ダム建設の方式については日本側の検討結果を待ちたい。高性能の輸

入建設機械を使用する場合には，経験に富む技術会社に依頼するのが有

利である。

④ 必要な法律の制定，関係機関との協約の締結，受益農家の負担計画を

策定する必要がある。

農林省と世銀の交渉（１９５５年３月～５月）と愛知用水公団の設立 １９５４年

秋から非公式に，世銀と日本政府の交渉は始まっていたが，２月７日のメ

モランダムで公式交渉の準備が整った。１９５５年３月８日～５月７日，農林

省は農地局技術課長の清野保をアメリカに派遣し，世銀と技術面の交渉を

行った。

この会議の主要な議題は，ダムの建設方式と公社法案であった。

木曽川上流に建設するダムについて，農林省は，１９４９年７月の現地調

査を踏まえ，すでに５３年４月に，木曽川上流王滝川の二子持地区に貯水

量９，０８６万㎡のコンクリートダムを建設する案を作成していた。しかし，

日本政府が予備設計を依頼した PCI は，５４年７月に，牧尾橋地区にロッ

クフィルダムを建設するのがもっとも経済的であるとする結論を出し

た２４０）。この結論は，農林省案とは対立するものであり，日本では大規模

２４０） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 197-202. 建設コスト（貯水量９，７００万㎡の場
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なロックフィルダム建設の経験がなかったこともあり，日本の関係者は牧

尾橋ロックフィル案に不安を抱いた２４１）。

世銀が，より経済的である牧尾橋案を支持しているという情報は事前に

伝わっていたが，農林省は二子持案で交渉に臨むことにした。こうして，

ダムの問題が討議された１９５５年４月７日～８日の会議では，日本側の二

子持コンクリートダム案と，PCI の牧尾橋ロックフィルダム案とが真っ

向から対立することになった。交渉では，最終的に日本側が折れ，追加調

査で牧尾橋が不適切という判断が出た場合には二子持に変更するという条

件付きで，牧尾橋案を受け入れた。交渉に当たった清野は，ロックフィル

ダムは技術的に可能との確信を得ていたので２４２），付帯条件は日本国内の

反対論を抑えるためであったと言えよう。

第２の論点は，公社の組織と権限であった。世銀借款によって実施され

る農業事業のために公社を新設することは，農業調査団が来日する以前の

１９５４年６月にすでに決まっていた。その際に，公社の設立か，特別会計

の設置かという選択肢があったが，農林省は公社の新設を選択した。外資

を受け入れ，短期間に事業を完成させるには，独立した機関が必要だとい

うのがその理由であった２４３）。世銀農業調査団の調査が終わった後，１９５４

合）は，１９５５年５月に提出された PCI の予備設計書では，二子持コンクリ
ートダム７５億２，４００万円に対して，牧尾橋ロックフィルダムは３０億６０８万
円であった（愛知用水公団編 [1968a] p. 200）。

２４１） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 222-226. 牧尾橋案反対の農林省の根拠は，牧尾
橋地点におけるガスの噴出であった。ただし，１９５４年９月の時点では，農
林省は牧尾橋案を，「もっとも適切なる計画」と評していた（「Pacific
Consultants との契約について」〔農林省，昭和２９年９月〕［外交史料館
E’4.1.0.2-1-3］）。依頼者の農林省の意向に反した調査報告を出した PCI に対
する感情的反発から，反対論が強まったようである（清野保 [1982] p. 66）。

２４２） 清野は，ワシントンでの協議に先立って，３月にシカゴにおいて PCI の
ジルー (Carl H. Giroux) と討議し，二子持ロックフィルダム案で妥結する道
を探っている（愛知用水公団編 [1968a] pp. 226-229）。また，世銀の内部メ
モも，「清野氏自身は牧尾橋ロックフィルダムが技術的に可能であることを
認めている」と記している (“Japan: Meeting with Japanese Officers on Agri-
cultural Projects,” N. Chakravarti, May 3, 1955 [WBGA 1857473])。

２４３） 愛知用水公団編 [1968a] p. 238.『朝日新聞』１９５４年６月４日。清野保は，
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年１０月に農林省は「農地開発公社案」を準備し，東畑四郎農林次官が余

剰農産物交渉で訪米した際に，世銀に案を示した２４４）。この案は，１つの

公社を設け，世銀借款対象の諸事業をこの公社に一括して扱わせるという

内容であったが，ドールは，施工期間も事業の性格も異なるプロジェクト

を１つの公社に取扱わせるのは適当ではないと批判した２４５）。そこで農林

省は，愛知用水事業のために独自の公社（「愛知用水事業公社」）を設ける方

針に転換した２４６）。

１９５５年３月～５月の交渉では，以下のような日本政府と世銀との見解の

相違が明瞭になった２４７）。

① 公社の独立性：世銀は，日本案では公社は独立性が弱く，「農林省の

一部局にすぎない」と批判した２４８）。これに対して，農林省は政府から

補助金を受ける以上，「公社に対するある程度の政府の監督は当然必

要」だと反論した。

② 公社の資金：農林省は，公社の事業資金は余剰農産物見返資金と世銀

借款によってまかない，これらの借入金は，将来，政府資金と受益者か

らの負担金によって償還する計画であった２４９）。これに対して世銀は，

池田勇人の示唆が農林省の公社案選択に影響を与えたと証言している（清野
保「公団創立までの経緯」畑地かんがい研究会編 [1961] p. 34）．

２４４）「世銀農業借款の受入機構に関する件」井口大使発 岡崎外務大臣宛，昭和
２９年１１月２４日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3］。案の名称は，“Gist of Bill on
Agricultural Land Development Business Government Corporation,” October
20, 1954である。

２４５）「世銀農業借款の受入機構に関する件」井口大使発 岡崎外務大臣宛，昭和
２９年１１月２４日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3］。

２４６）「世銀農業借款の受入に関する件」井口大使発 重光大臣宛，昭和３０年１月
７日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3］。

２４７）「愛知用水事業公社案についての農林省及び世界銀行の意見対照表」昭和３０
年４月２０日，農林省農地局［旧大蔵省史料 Z18-301］。

２４８） ドールは井口大使に対して，「電源開発会社に対する政府の監督規定は過大
であり，その轍を踏まないよう期待する」と述べた（「世界銀行借款に関す
る件」井口大使発 重光大臣宛，昭和３０年５月２日［外交史料館 E’4.1.0.2-
1-3-2第１巻］）。

２４９）「４月１８日付ワシントン日本大使館からの公電に対する変電」農林事務次官
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事業資金を余剰農産物資金と世銀借款に依存しすぎるのは好ましくなく，

公社の独立性を確保するために，政府は農地事業資金の相当部分（農業

事業費の５５％，約７０億円）を出資金として拠出すべきであると主張した。

③ 施設の権利関係：農林省案では，ダム・幹線水路は公社と電力会社・

水道事業体（地方公共団体等）との共有になっていたが，世銀はダムと幹

線水路は公社が所有すべきだとした。また世銀は，水道・電力の専用施

設に対して公社が融資を行うのは，本来の業務の範囲を超え，好ましく

ないとした。

公社に関しては，農林省と世銀との意見の隔たりが大きかったので，デ

フリースが来日して，５月１０日～１１日に再度，この問題に関する協議が

なされた２５０）。しかし，公社法案の早期成立が優先されたために，協議で

は上記の③について合意が成立しただけで２５１），①②は十分に詰められな

かった２５２）。世銀は，今後の借款交渉の過程で，法律の修正の必要が出て

きた場合には，農林省が修正に協力するという了解付きで，愛知用水公社

法案を国会に上程することを認めた２５３）。愛知用水公団（法案提出時に愛知

用水公団と改称された）は，同時に法案が提出された農地開発機械公団と並

んで，占領後の公団設立の第１号となった２５４）。世銀が独立した機関の新

発 外務事務次官発宛，昭和３０年４月１９日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2第
１巻］。

２５０） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 247-252.
２５１） 共用施設，農業専用施設は公社の所有とし，発電，水道および工業用水の専

用施設はそれぞれ，電力会社および愛知県の所有とすること，公社は愛知県
および電力会社に建設資金を融資する点で合意が合成立した（「愛知用水事
業法案についての世銀側デフリーズ氏と農地局との合意事項」昭和３０年５
月１１日［旧大蔵省史料 Z18-301］）。

２５２） “Agricultural Projects,” from R. B. J. Richards to Kauffman, May 13, 1955
[WBGA 1857473].

２５３） この合意は，来日中のデフリースおよびインドネシアへの出張の途中に日本
に立ち寄ったドールと農林省の間で，５月１９日に取り交わされた（“Memo-
randum,” Ministry of Agriculture and Forestry, May 19, 1955［外交史料館
E’4.1.0.2-1-3-2］）。

２５４） 名称が当初案の公社から公団に変わったのは，公社の名称が独立採算事業
（国鉄，専売，電信電話等）に用いられており，愛知用水は政府補助金によ
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設を求めた意図は，愛知用水事業は総合開発事業であるから，省庁を超え

た機関が担当すべきだという点にあった。しかし，農林省はあくまでも両

公団を農林省の管轄下に置くことにこだわり，使い勝手のよい機関を手に

入れることに成功した２５５）。

愛知用水公団法は，１９５５年６月２１日に国会に上程され，７月３１日に可

決成立し，１０月１０日に愛知用水公団が設立された（名古屋市）。公団の総

裁には浜口雄彦（元東京銀行頭取），副総裁には進藤武左衛門（元電源開発

（株）副総裁）が就任した。浜口は，浜口雄幸の長男で，日銀から転じて初

代の東京銀行頭取を務めた金融畑の人物であり，農業部面の経験はなかっ

た２５６）。浜口の起用は政治的なものとも言われるが，「浜口総裁に対する世

銀の信用力は絶大」であり，世銀との交渉役には打ってつけの人物であっ

た２５７）。

借款申請（１９５５年１２月）から技術援助契約締結（１９５６年５月）まで 世銀

借款の借入主体である愛知用水公団が設立されたことにより，世銀借款の

正式申請の条件は整い，公団は，１９５５年１２月２０日，世銀に対して総額

１，２５１万１，０００ドルの借款申請を行った２５８）。

世銀は，愛知用水事業は，日本にとって経験の乏しい技術を用いるので，

外国のコンサルタント会社・専門家の参加が不可欠であるとし，コンサル

タント会社と公団との技術援助契約締結を，世銀との正式交渉の前提条件

って成り立っているので，区別すべきという法制局の意見によるものであっ
た（「世界銀行農業借款の件」重光大臣発 井口大使宛，昭和３０年６月２４
日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2第１巻］）。

２５５） 清野保 [1982] pp. 19-20.なお，魚住弘久 [2009] は，「農林省は公社を柔軟に
解釈することで，それを換骨奪胎し，私企業としての柔軟性や独創性を欠い
た農林省の一部局に過ぎない『愛知用水事業公社』を設立する法案を作成し
た」と述べている (p. 244)。

２５６）『朝日新聞』１９５５年８月１日。
２５７）「愛知用水と荒勝巌氏」『Aff』6-9（１９７５年９月）p. 71.
２５８） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 288-289.
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として求めた。

愛知用水の技術援助には，ダムおよび主要水路の設計・施工監督の土木

関係と，畑地かんがい技術指導の農業関係の２種類があった。金額的に大

部分を占めたのは前者である。農林省は，ダムの設計・監督を，予備設計

を行った PCI の後身であるエリック・フロアー社（Erik Floor ＆ Associates

Inc. 本社シカゴ，以下 EFA と略す）に委託した。１９５５年９月２３日に EFA

から提出された案をもとに，公団と EFA との交渉が行われ２５９），１２月８

日に協定の内容が固まった。農林省は，早ければ１２月末にも EFA と技

術援助協定を締結し，世銀との交渉は，EFA に委託する本報告書の完成

を待たずに，PCI の予備設計報告書（５４年７月）にもとづいて進め，５６年

３月までに借款契約を締結したいと考えていた２６０）。

しかし，１２月末に，事業の監督権をめぐって世銀と農林省・公団との

間で対立が表面化し，農林省の思惑通りには進まなくなった。コンサルタ

ント会社が建設事業に関して大きな権限を持つことに抵抗があった公団

は２６１），EFA の技術援助協定案に手を加え，公団の直接監督権を盛り込ん

だ変更案を EFA に承諾させた２６２）。しかし，この変更案に世銀のドール

２５９）「愛知用水借款に関し米国エリック・フロアー社と技術援助契約締結に関す
る件」昭和３０年１１月８日，外務省［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2第１巻］。

２６０）「世界銀行の農業借款に関する件」〔昭和３０年１２月１９日〕，農林省［外交史
料館 E’4.1.0.2-1-3-2第１巻］。なお，１９５６年１月に世銀を辞める予定であっ
たデフリースが，交渉を急がせたことが，技術援助契約締結をめぐるドール
と公団との摩擦を引き起こした側面も指摘して置く必要があろう（「愛知用
水借款に関し米国エリック・フロアーと技術援助契約締結に関する件」外務
省，昭和３０年１１月８日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2第１巻］）。

２６１） 公団側は，コンサルタント会社が事業遂行に当たって，直接に各官庁，各自
治体，電力会社等と交渉を行うことは混乱を招くと懸念し，公団が直接，各
省庁等と交渉するのが適切だと主張した（“Letter from K. Hamaguchi to
Russell Dorr,” January 6, 1956（愛知用水公団編 [1957] pp. 129-130））。

２６２） 愛知用水公団 [1968a] pp. 290-296. “Letter from R. Dorr to K.Hamaguchi,”
December 20, 1955（愛知用水公団編 [1957] pp. 169-173）．公団は，１９５５年
１０月９日，EFA に対して，「公団の一般的指示及び監督の下に」を「公団
の直接の統轄の下に」と改めるよう求め，EFA はそれを了承した (“Letter
from K. Hamaguchi to Erik Floor,” November 9, 1955, “Letter from Erik Floor
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が異を唱えた。ドールは，技術面の権限を日本側に委ねれば，計画の技術

的・経済的信頼性が損なわれるとして，この案を拒否した２６３）。そのため，

１９５６年２月に公団はドールと直接会談を行って，妥結の道を探らねばな

らなくなった。公団は最終的に，公団の「直接の統轄の下に」という，公

団が後から挿入した文言を削除することに応じた２６４）。こうして，５６年５

月４日，公団と EFA との技術援助協定がようやく締結の運びに至った。

協定の概要は，つぎの通りである２６５）。

① 対象事業：愛知用水事業中，王滝川ダムおよび幹線水路。

② 役務の内容：（イ）設計。（ロ）工事契約書および機械装置購入にか

かわる入札要求書の作成と，提出された入札書の得失に関する意見の公

団への提出。（ハ）工事請負業者の監督，輸入建設機械の使用と維持に

関する助言。

③ 役務の対価：総額は米貨１４７万２，０００ドルを限度とし，円支払総額

（日本における旅費・生活費）は１，０００万円を上限とする。

④ 役務の期間：満４年。

世銀との本交渉の前提となる EFA の愛知用水事業に関する報告書は，

１９５６年１２月に公団に提出された。

第３次余剰農産物受入中止の影響 １９５７年はじめに，資金計画の修正を

めぐる問題が起きた。①EFA による総事業費見積もり額が３４５億円と，

予定額（３２１億円）より約１割膨らんだことと，②第３次余剰農産物受入

to K. Hamaguchi,” November 17, 1955,（愛知用水公団編 [1957] p. 1, p. 59）。
２６３） “Letter from R. Dorr to K. Hamaguchi,” December 20, 1955, “Letter from R.

Dorr to K. Hamaguchi,” January 12, 1956（愛知用水公団編 [1957] pp. 170-
171, p. 175）”，January 10, 1956. “Meeting on Aichi and Mechanical Land
Reclamation Project,” D. W. Jeffries, January 13, 1956 [WBGA 1857718].

２６４） “Japan Mission Agricultural Project,” from Russel H. Dorr to J. R. Rucinski,
March 5, 1956 [WBGA 1857718].

２６５）「技術援助に関する協定書」昭和３１年５月４日（愛知用水公団編 [1968b]
pp. 314-325）。
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が中止されたこと，の２つの要因によるものであった。

総事業費の方は，３３１億円（予定額の３％増）に圧縮することによって，

影響は最小限に抑えられたが，余剰農産物見返資金が得られなかった影響

は大きかった２６６）。予定した見返資金が資金運用部資金に切り替えられた

結果，資金運用部借入は１８９億円に膨らんだ（表１２）２６７）。見返資金の金利

年４％に対して，資金運用部資金の金利は６．５％であり，資金運用部資金

への転換は，大幅な金利負担の増大をもたらすことになった。政府は補助

金を８億６，６００万円追加したが２６８），農民負担額は基本計画が予定した

３万５，６００円から４万４，２００円に跳ね上がった２６９）。

２６６） 当初の計画では見返資金は１６８億１，０００万円を予定していた（大山一生「資
金計画の経緯と現状」畑地かんがい研究会編 [1961] p. 49）。

２６７） ほかに，世銀借入の減少分も資金運用部資金によってカバーされた。借款契
約時の国庫補助金が公団設立時より大幅に減っているのは，公団設立時の国
庫補助金に，当時確定していなかった第２次余剰農産物見返円が便宜的に含
まれていたためである（愛知用水公団編 [1968a] p. 586）。

２６８）『金融財政事情』１９５７年５月２７日。
２６９）「愛知用水を衝く⑧」『朝日新聞』１９５７年６月２５日。なお，この問題と関連

して，農林省が公団に愛知用水事業実施計画書の変更を求め，浜口公団総裁
がこれを拒否する事件が起きた。結局，公団側が折れ，進藤副総裁の辞任で
決着した（『朝日新聞』６月１日，６月１１日，『日本経済新聞』１９５７年５月
３０日，６月７日。「愛知用水を衝く⑥」『朝日新聞』１９５７年６月２３日）。

表１２ 愛知用水 資金調達計画の推移
（単位：１００万円）

デフリース案
（１９５４年９月）

公団設立時
（１９５５年１０月）

借款契約時
（１９５７年８月）

契約変更時
（１９６０年６月）

確定時
（１９６２年２月）

国庫補助金
世銀借款
余農資金（贈与）
余農資金（借入）
資金運用部資金
その他

７，３２０
３，６００
５，４００
９００
９，０００
４，７３７

１１，７１８
３，６００
―

２，４５０
１４，３６０
６３４

８，６００
２，５２０
―

５，８９８
１８，９１９
９０

８，０００
１，７６４
―

１２，２５０
２２，９２９
３４２

８，０００
１，７５４
―

１２，２５０
２２，７１９
７６８

計 ３０，９５７ ３２，７６２ ３６，０２７ ４５，２８５ ４５，４９１

［出所］ 愛知用水公団『愛知用水史』１９５８年，p. 582，p. 585，p. 588，p. 595，p. 599より作成。
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経済効果の問題 EFA の報告書にもとづいて，１９５７年１月～２月に，技

術交渉（ワシントン）が行われた２７０）。世銀は，愛知用水事業は技術面にお

いて問題ないという判定を下し２７１），３月１１日に公団に通知した２７２）。これ

で技術面の問題はすべて解決したが，最後に経済効果の問題が残った。

予備交渉が最終局面を迎えた１９５６年１１月，再三にわたる交渉の遅延を

懸念したクラレンス・マイヤーからドールに，つぎのような内容の書簡が

届いた２７３）。

世銀の「農業調査団報告書」（１９５４年１２月）や余剰農産物援助をつうじ

て，われわれは，これまで愛知用水事業を支持してきた。しかし，交渉が

長引いているため，仕事のない公団職員に多額の給与を支払い続けている

ことへの批判も出ている。「もし世銀が最終的に融資を拒否してプロジェ

クトを放棄すれば，このような非生産的なプロジェクトに長期間，関わっ

てきたことの弁明に，われわれは苦慮することになるだろう。また，もし

日本政府が世銀の援助なしで実施すると決めれば，なぜ２年間もかけて検

討した挙句，世銀が拒否するようなプロジェクトに，PL480見返円を認

めたのかと問い詰められ，困惑することになる。」

これに応えてドールは，世銀はプロジェクトを承認することになるだろ

うから，「結果についてあまり思い煩わないように」とマイヤーに返事を

送ったが２７４），じつは世銀にとっては愛知用水の経済効果はクリティカル

な問題であった。経済効果については，すでに１９５６年３月から世銀内で

２７０） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 306-307。
２７１） “Minutes of a Working Party on Aichi Project – March 7, 1957,” Raymond J.

Goodman, March 8, 1957 [WBGA 1857719].
２７２） “Letter from K. Hamaguchi to Russell Dorr,” January 6, 1956（愛知用水公団

編 [1959] p. 203）．
２７３） “Letter from C. E. Meyer to Russell Dorr,” November 15, 1956 [WBGA

1857718].
２７４） “Letter from Russell Dorr to C. E. Meyer,” December 3, 1956 [WBGA

1857718].
２７５） “Summary of Aichi Project – Japan,” L. W. Kephart and J. Connors,” March

30, 1956 [WBGA 1857718].
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は議論になっていた。ケープハート (L. W. Kephart) とコナーズ (J. Connors)

は，愛知用水の農業面の根拠（生産増加の見積もり等）が弱いことに疑問を

抱いた。しかし，これまで世銀が日本政府に借款申請を促してきた経緯を

考えると，いまさら融資を断れば，対日関係を悪化させるというディレン

マも自覚していた２７５）。

愛知用水の経済効果についての疑念は日本政府の側にも存在した。大蔵

省主計局は，事業の経済効率が悪いこと，事業の対象地域が既開発地域で

あること，土地改良しても蔬菜・果樹園として利用され，米麦の増産に繋

がらない恐れがあること等の理由を挙げ，食糧増産の点からすれば，愛知

用水（総事業費３０８億円，米麦増産見込み２８万２，０００石）よりも，八郎潟（総

事業費１１０億円，米増産見込み３３万８，０００石）の方が「著しく効果的である」

とし，愛知用水事業には批判的であった２７６）。世銀の事務担当者は，そう

した日本国内の反対論も承知の上で，愛知用水事業計画を認めただけに，

世銀理事会を通すために，みずからの判断の正当性を説明する必要があっ

た。

これと関連して，日本政府に事業遂行までの財政資金を保証させること

も課題として残っていた。通常，世銀は政府保証を世銀借款の条件とす

る２７７）。しかし，これは世銀融資返済の保証であり，事業遂行の保証まで

は求めていない。愛知用水事業は，政府の財政補助抜きでは完成できない

事業なので，世銀は愛知用水については，債権保証だけでなく，事業遂行

のための財政資金供給の保証も求めた。

当初，世銀側は，政府の公団への出資の形で保証の実質を得ようとした

が，政府出資公社は日本側の反対で実現しなかった。そこで，ドールは

２７６）「愛知用水事業計画の問題点」昭和２９年７月１３日，〔大蔵省〕主計局［旧大
蔵省史料 Z167-21］。なお，主計局は「八郎潟干拓事業計画概要」（１９５４年６
月，農林省農地局）から，八郎潟事業の数値を得ている。大蔵省が愛知用水
事業に消極的であることは，世銀のドールも把握していた。

２７７） この点は，愛知用水公団法第３７条に定められており，日本政府と世銀との
間には，保証契約（１９５７年８月７日）が締結された。
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１９５６年３月の来日時に，５年間にわたり政府が資金を保証する法律を作る

よう求めた。また，５６年９月の来日時にも，円資金調達を政府が保証す

ることを公団に要請した２７８）。ドールは，日本の農地開発事業は資金不足

のため完成が遅れることが多いので，こうした保証は不可欠と考えた２７９）。

しかし，日本政府は，単年度予算主義の原則から，長期にわたる財政支出

を法律で保証することはできないとの原則を繰り返した。最終的に，この

問題は，愛知用水に関する政府の保証契約に財政資金の保証も盛り込むこ

とで決着した２８０）。

SLC は，１９５７年４月２６日，政策的な判断から愛知用水借款を承認す

ることを決定した２８１）。愛知用水は，世銀の「もっとも厳格な融資基準」

を満たさないが，①日本の食糧問題を解決するために新たなイニシアティ

ブをとくに必要としていること，②このプロジェクトに世銀が長くかかわ

ってきたこと，の２点で融資は正当化されると，世銀業務局極東部は結論

づけた。すなわち世銀は，愛知用水は経済効果の面では問題があるが，高

２７８） “Japan – Aichi Project – September 28 Meeting with the Kodan,” September
28, 1956 [WBGA 1857718]. ３２１億円は公団法成立時の日本側の費用見積額。
世銀借款３６億円（１，０００万ドル）および政府補助金１１７億１，８００万円がカ
バーするのは費用の４７．７％であり，残りは余剰農産物資金，財政投融資資
金によって賄われなければならないことになる (“Government Guarantee for
Acquisition of Necessary Yen Funds,” The Aichi Irrigation Public Corporation，
〔September, 1956〕[WBGA 1857718])。

２７９） “Japan – Aichi Irrigation Project Financing Plan,” R. H. Dorr, November 9,
1956 [WBGA 1857718].

２８０）「政府と国際復興開発銀行との保証契約」１９５７年８月９日，第２．０２項（愛
知用水公団編 [1968b] p. 336）。保証契約には具体的数値は記されていない
が，建設期間中８６億円，建設終了後２年間に５１億５，０００万円の計１３７億
５，０００万円の財政補助金を支出することが，公団を通じて世銀側に示された
(“Re. Aichi Irrigation Project. Our letters, March 27th, April 4th,” May 15,
1957 [WBGA 1857719])。

２８１） “Aichi Project One Stage Nearer Realization – Staff Loan Committee Meeting,
April 26, 1957,” April 30, 1957 [WBGA 1857719]. なお，愛知用水借款交渉
で中心的な役割を果たしたドールは，１９５７年２月にイランへ転勤になって
いた（「愛知用水の世銀借款に関する件」谷大使発 岸大臣宛，昭和３２年２
月９日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2］）。
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地かんがいは実験的プロジェクトであり，そのコストは将来の日本全体へ

の高地かんがいの普及によって回収されるとして，愛知用水借款を正当化

したのである２８２）。

借款契約の調印 １９５７年７月１２日から，愛知用水公団・日本政府関係者

と世銀との間で最終交渉が行われ，７月２５日に妥結した。

公団の申し出により，必要な機材の一部を国産品で代替するという理由

で２８３），世銀借款総額は１，０００万ドルから７００万ドルに変更された２８４）。

金利については，公団は５％を予定していた。世銀の金利は１９５７年５

月以降，市場金利の上昇に伴って５．６２５％に上昇していた。日本側は，愛

知用水は公益事業であるという理由で５％にするよう求めたが，世銀側は

すべての契約に同一金利を適用しているので例外は認められないと，日本

側の要請を退けた２８５）。

期間については，日本側が２５年間（据置期間５年を含む）を要請したが，

世銀は２０年を超える借款は認められないと主張し，２０年（据置期間４年半

を含む）となった２８６）。

こうして，１９５７年８月８日，愛知用水借款７００万ドルの契約が，公団

と世銀との間で調印された２８７）。

２８２） “S. L. C. Item – Proposed $10 million Loan for Aichi Water Project,” April 26,
1957 [WBGA 1857719].

２８３） 愛知用水公団編 [1960] pp. 1-3。
２８４） “Loan Negotiations for Aichi Irrigation Project (First Meeting),” July 12, 1957

（愛知用水公団編 [1960] pp. 2-3）。
２８５） “Loan Negotiations for Aichi Irrigation Project (Third Meeting),” July 16, 1957

（愛知用水公団編 [1960] p. 14）。
２８６） “Loan Negotiations for Aichi Irrigation Project (Fifth Meeting),” July 17, 1957

（愛知用水公団編 [1960] pp. 33-34），“Loan Negotiations for Aichi Irrigation
Project (Seventh Meeting),” July 18, 1957（愛知用水公団編 [1960] pp. 40-41,
p. 43）。

２８７）『朝日新聞』１９５７年８月１０日。
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愛知用水の資金調達とコスト負担 愛知用水は，１９５７年１１月５日の三好

池ダム着工から始まり，１９６１年５月２８日に牧尾ダムが竣工，同年９月３０

日に通水，約４年間で完成した。

事業費は，契約時の予定額３２１億円から，完成時には４２２億円になり，

３１％も膨らんだ。費用増加のおもな原因は，台風被害に遭ったダムの復

旧，水路の路線変更，ダム水没地域等の用地補償であった。ダム建設費，

用地補償費２８８）ともに，実施計画の１．６倍に達した（表１３）。

資金調達面から見ると，世銀借入金は確定事業費約４２２億円のうち，わ

ずか４．２％を占めたに過ぎない２８９）。資金面で，世銀借款よりも大きな役

２８８） 牧尾ダム建設にともなう補償費は４２億円で，工事総額８８億円の４８％を占
めた（加藤武夫 [1971] p. 199）。

２８９） 愛知用水公団編 [1968a] p. 599.

表１３ 愛知用水 事業費の推移
（単位：１００万円）

公団法成立時
１９５５年１０月

実施計画作成時
１９５７年８月

確定事業費
１９６２年１２月

ダ ム
幹 線 水 路
支 線 水 路
補 助 た め 池
開 墾
発 電 施 設
水 道 施 設
用 地 補 償 費
区 画 整 理
雑 費
予 備 費

５，２１５
９，０５４
４，５００
９１５
２，２００
７０２
２，４４４
―
―

２，５００
２，５００

４，３０９
９，６５４
４，０１０
１，３８２
１，４６２
６５０
２，９２０
２，５４２
―

２，５４０
１，３３１

６，９３４
１２，６７５
６，３０４
１，７７７
７００
７８５
３，１２０
４，０８２
７４０
２，５４７
―

小 計 ３０，０３０ ３０，８００ ３９，６６４

事務費 ２，０９８ ２，３００ ２，５３５

合 計 ３２，１２８ ３３，１００ ４２，１９９

［出所］ 愛知用水公団編『愛知用水史』１９６８年，p. 584，p. 587，p. 599より作成。
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割を果たしたのが余剰農産物見返資金であった。見返資金は資金調達全体

の２６．９％を占め，世銀借款の７倍と，金額の面でも世銀借款をはるかに

上回った。それだけでなく，見返資金の金利は４％と低く，資金運用部資

金（６．５％），世銀資金（５．６２５％）とはかなりの差があった。日本がアメリ

カから余剰農産物を受け入れたのは２回だけであり，５７年以降，新規の

資金受入はなかった。それにもかかわらず，６０年の資金計画で余剰農産

物資金が５７年の計画の倍近くになっているのは，余剰農産物資金融通特

別会計の貸付金回収および運用益を愛知用水に回したためである２９０）。資

金運用部借入の増大による金利負担の増加を，財政投融資内の資金調整に

よって軽減したものと見られる。愛知用水は，余剰農産物資金の多大な恩

恵に浴したと言ってよい。

世銀借款（４８７万２，０００ドル）は，その大部分が米国からの建設機械輸入

と，建設コンサルタント会社への支払いに充てられた。通貨別内訳では，

米ドルが４２４万ドルで，引出額総額の８７．１％を占めた。借款の使途は，

工事用機械が２５３万３，０００ドル（５２．０％），設計・工事に関する役務が１４８

万５，０００ドル（３０．５％）であった２９１）。

愛知用水事業では，アメリカの建設コンサルタント会社 EFA の関与が

大きかった。EFA は名古屋に約１０名の社員を常駐させて，技術指導に当

たらせた２９２）。また，愛知用水公団は EFA シカゴ本社へ研修のため職員

を派遣した２９３）。牧尾橋ロックフィルダムは，「海外の進んだ技術を日本に

移植し確立した代表的なダムで，このダムに代表されるダム技術の成果は

設計基準の改訂版『フィルダム』として取りまとめられ，その後の時代の

２９０）『国の予算』昭和３５年度版，pp. 701-702.
２９１） 愛知用水公団編 [1968a] p. 600.
２９２）１９６１年４月現在，リブナー (Harry R. Libner) 所長以下１１名が駐在した。な

お，EFA 社長エリック・フロアーは１９５９年に死去し，社長はジャック・シ
ュニッツ (Jack L. Schnitz) に代った（愛知用水公団編 [1968a] p. 485, p. 489）。

２９３） “Japan – Aichi Irrigation Project (Loan #173 JA),” February 25, 1959 [WBGA
1857720].
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フィルダム建設の教科書的存在になった」と高く評価される２９４）。また，

『愛知用水史』は，EFA の役割を，「先進の海外技術との提携は技術面の

みでなく日本人技術者のいわゆる体質改善にも少なからず役立った」と述

べ２９５），大沢賢修・立松功 [2005] は，EFA からの技術導入が，「設計施工

に関する実施方法や技術に対する合理的な考えをもたらした」点を強調し

ている。

しかし，愛知用水の建設当時は，EFA を用いたことへの強い批判も存

在した２９６）。衆議院農林水産委員会で西村関一議員（日本社会党）は，「な

ぜアメリカの技術を入れなければ，エリック・フロアと提携しなければ仕

事ができなかったのであるか」と質問し，「月七十万円からの月給」を EFA

の社員に支払っていることを追及した。

また，公団と EFA との間には少なからぬ摩擦も生じた２９７）。摩擦の原

因は，公団が，「EFA の援助は受けるが，基本的には自主技術で行う考え」

に立っていたことにあった２９８）。公団は，輸入機械を国産機械に置き換え，

EFA の関与を弱めようとした２９９）。輸入機械の場合は，EFA が見積もり・

２９４） 農林水産省農林水産技術会議事務局編 [1998] p. 174（中島賢二郎執筆）。
２９５） 愛知用水公団編 [1968a] p. 487.
２９６） 世銀が技術コンサルタントとして EFA を選んだという誤解が日本国内で流

布して困惑していると，ドールはルシンスキー宛書簡で漏らした (“Japan-
Agricultural Project,” from Russel H. Dorr to J. R. Rucinski, March 8, 1956
[WBGA 1857718])。すでに述べたように，PCI およびその後身の EFA が技
術コンサルタントに選ばれたのは，陸軍省・SCAP との関係であり，世銀の
斡旋によるものではなかった。

２９７） 名古屋に駐在する EFA の職員が日本側の信頼を得られないという問題が発
生した (“Preliminary Report On End Use Mission to Japan,” P. A. Reid,
September 4, 1957, “Eric (sic) Floor Associations with Aichi Corporation –
Loan 173-JA,” Jack Connors, October 11, 1957 [WBGA 1857720])。

２９８）「座談会「愛知用水を語る」（抜粋）」『農業土木学会誌』第７３巻第２号にお
ける，岡部三郎（当時，愛知用水公団工務部）の発言 (p. 108)。EFA のジル
ー (Giroux) は，世銀のピカリに，「愛知用水公団の少なからぬ人々，とりわ
け下級管理職レベルの人々が，業務の執行や契約者への対応などについて，
EFA の管理から自由になりたいと思っている」と報告している (“Japan –
Aichi Irrigation Project,” January 22, 1960 [WBGA 1867751])。

２９９） “Japan – Aichi Project,” J. Connors and M. Piccagli, June 26, 1958, “Back-to-
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発注のすべての過程に深く関与するからである。国内機械メーカーも，愛

知用水公団が外国製機械に依存することに反発していた３００）。こうした公

団側の動きに不安を抱いた EFA は，１９６０年５月の技術援助契約期間終了

（４年間契約）が迫ると，契約が延長されるよう，世銀当局に働きかけた３０１）。

公団は，畑地かんがいの農業技術に関しても，世銀の指示により，アメ

リカから技術援助を仰いだ。畑地かんがいは，日本では，第２次大戦後に

研究が始まったばかりであり，１９５０年に，第１次指定農場となったのが，

愛知県の知北農場であった。世銀は，愛知用水借款の意義を，畑地かんが

い技術の日本への導入と普及に見出していた。ドールは公団に畑地かんが

い試験農場の設置を促し，５６年５月には，畑地かんがい実験農場が知北

農場に設置された３０２）。公団は，世銀の斡旋により，FAO を通じてユタ大

学教授ビショップ (A. Alvin Bishop) に技術協力を要請した３０３）。ビショップ

は５６年～６０年に計５回来日し，そのほかに，数名の専門家が来日した。

米国の技術援助専門家と公団との関係は良好であった３０４）。しかし，愛知

用水地域の畑地かんがい事業は進捗せず，６２年において実績は計画のわ

ずか１／４以下にとどまった３０５）。

愛知用水の農民負担は，つねに争点となった。総合開発事業である愛知

Office Report, Aichi Irrigation Project – Loan 173-JA,” November 3, 1958
[WBGA 1857720].

３００） 産業機械業界は愛知用水開発工事への外国機械の輸入に反対を表明していた
（『日本経済新聞』１９５４年６月８日）。

３０１） “Japan – Aichi Irrigation Project,” Mario Piccagli, January 22, 1960 [WBGA
1857721]. 実際には，契約は１９６１年１２月末まで延長された（愛知用水公団
編 [1968a] pp. 484-486）。

３０２） 愛知用水公団編 [1968a] pp. 623-627.
３０３）「愛知用水公団事業地区畑地かんがい専門技術者ビショップ教授に対する連

絡依頼について」平川守農林事務次官発 外務事務次官宛，昭和３１年６月
１日［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-2］。

３０４）「どうのびる東海地区の畑かん技術 ―第一線技術者の体験と意見―」畑地
かんがい研究会編 [1961] pp. 77-84. 愛知用水公団編 [1968a] pp. 286-290.

３０５） 永江雅和 [2016] pp. 24-26. 畑地と水編集委員会編 [1984] は，ビショップら
による技術導入については触れていない。永江は，ビショップ等による技術
導入の全国各地への伝播については，今後解明されるべき課題だとしている。
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用水事業においては，農業，電力，水道の３分野にどのように負担を配分

するか（アロケーション）という問題があった。事業の中心が農業用水であ

ったので，農業が事業費の約８割を負担することになった（表１４）。公団

設立時には，愛知用水は「農業開発に名をかりた電力開発」（近藤康男）で

あると，電力会社の負担の少なさを批判する声もあった３０６）。工事が始ま

ってからは，負担配分よりもむしろ水の配分が問題となり，愛知用水は農

業用水ではなく「鉄の用水ではないか」という批判が強まった３０７）。公団

設立当初は，名古屋南部・知多半島に立地する工場は比較的少なかった。

それらの工場は安価な地下水に依存しており，愛知用水を利用するインセ

３０６）「愛知用水事業の問題点（上）」『河川』１９５５年１１月号，p. 41. 東畑精一が，
愛知用水の費用の割り振りは農業に不利だと指摘したのに対して，清野保は
費用の割り振り方法には問題があるが，電源開発促進法に則っていると答え
ている（清野保 [1982] pp. 216-218）。

３０７）「愛知用水と荒勝巌」『Aff』第６巻第９号（１９７５年９月）p. 72。①電力専用
施設工事は関西電力が実施し，その資金を公団が供給する，②共用施設（ダ
ム等）は公団が工事を実施し，関西電力が公団に使用料を払って利用するこ
ととなっていた（「発電事業に関する基本協定」昭和３１年１２月２４日（愛知
用水公団編 [1968b] pp. 362-363）。なお，愛知用水事業の電力事業に積極的
であったのは，電力会社ではなく，電力不足に悩む名古屋経済界であった
（岡田知弘 [1989] pp. 275-283）。

表１４ 愛知用水 負担金徴収区分の推移
（単位：１００万円）

公団設立時
（１９５５年１０月）

世銀契約時
（１９５７年８月）

確定負担額
（１９６２年１２月）

総事業費 負 担 額 総事業費 負 担 額 総事業費 負 担 額

農業
国庫
県
農民

電力
水道

２４，４９１
１２，５７３
３，７５８
８，１６０
１，９１６
３，６２３

２５，９６９
１３，５２０
４，３０１
８，１４８
２，６９４
４，２５１

２７，４３６
１４，４５４
３，９７８
９，００４
１，９０９
３，７５５

２７，８５６
１３，５２１
４，３７８
９，９５７
２，１１８
４，０６３

３２，４８１
１７，８３９
８，２８５
６，３５７
２，１４２
６，５８６

３３，９６１
１８，６００
８，７２２
６，６３９
２，３７４
７，１０８

合計 ３０，０３０ ３２，９１４ ３３，１００ ３４，０３７ ４１，２０９ ４３，４４３

［出所］ 愛知用水公団編『愛知用水史』１９６８年，p. 585，p. 589，p. 593，p. 598より作成。
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ンティブは弱かった。しかし，名古屋，四日市，桑名の誘致合戦の末に，

１９５９年に東海製鐵が名古屋市南部に製鉄所建設を決定すると，この地域

の工業用水の需要は一気に増大した３０８）。東海製鐵の大量の工業用水需要

が農業用水利用を妨げるのではないかという点が問題となった３０９）。

農民の費用負担については，実施計画作成時（１９５７年）の農業，電力，

水道の３分野の負担比率が，その後も原則として踏襲された。すでに見た

ように，第３次余剰農産物受入が中止になった結果，農民負担（総償還額）

は公団設立時（１９５５年）に予定していた反当平均約３万５，０００円から，実

施計画作成時には反当平均約４万３，０００円へと約２割増加した。農民負担

の抑制を求める声に圧されて，政府は農民負担を４３，０００円で止めること

とし，不足分を国庫と県が補った。その結果，農民負担のさらなる増大は

避けられ，工事完了時（１９６１年）の反当農民総償還額は４３，０４８円にとど

まった３１０）。

愛知用水が農民の運動から始まったとはいえ，受益地域の農民の大半が

積極的にこの事業を支持していたわけではなかった３１１）。農民にとって，

反当約４万３，０００円は，かなりの負担であった。負担に対する農民の１つ

の対応は「発言」(voice) であり，土地改良区を中心に国や県に負担軽減を

求めて粘り強く交渉し，負担の引下げを勝ち取った３１２）。もう１つの対応

は，受益返納という形の「脱出」(exit) であった。都市化・工業化による

農地転用以外に，自主的な受益返納も少なくなかった。農家の副業機会の

増大は，営農意欲を減退させ，かんがい用水を用いた積極的な営農の展開

３０８） 土井康夫・野口興晴 [2010] pp. 36-37.
３０９） この問題をめぐって，１９５９年７月９日に衆議院農林水産委員会は，浜口公

団総裁らを招致して，長時間にわたる質疑を行った（衆議院農林水産委員会
議事録，昭和３４年７月９日）。

３１０） 大山一生「資金計画の経緯と現状」畑地かんがい研究会編 [1961]。
３１１）１９６４年に実施された愛知用水学術調査団による社会心理的調査の結果を参

照（酒井正三郎 [1967] pp. 202-219）。
３１２） 永江雅和 [2016] p. 22，愛知用水公団編 [1968a] pp. 709-723.
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を妨げた。末端５ha 未満のかんがい設備整備に対する補助の打ち切り

（１９６１年）など３１３），政府の畑地かんがいに対する消極的な政策もそれに追

い討ちをかけた。愛知用水事業は，畑地かんがいの振興を旗印に掲げたに

もかかわらず，水田の利用率の高さとは対照的に３１４），普通畑については，

３１３） 白井義彦 [1976] p. 58，永江雅和 [2016] p. 25.
３１４） 水田の場合も，兼業化が進んだために複合経営が後退し，コメの単一経営へ

表１５ 愛知用水計画の変遷

年 次

項 目

当 初 計 画 第１次 変 更 第２次 変 更 第３次 変 更

１９５７年１０月 １９６１年１０月 １９６４年９月 １９６８年３月

受益面積（ha） ３３，０７１．０ ３０，６７４．９ ２３，５１０．９ １４，９９６．９

かんがい期間・水田
〃 ・畑

純 用 水 量（m3）
補給必要水量（m3）

６月１１日～１０月３日
６月１日～８月３１日

２３８，９２４，０００
１１０，１６４，０００

５月１日～１０月３日
６月１０日～９月１５日

２５６，２９６，１００
１４１，９３１，９００

同 左

２１２，２１４，０００
１１１，３４４，１００

同 左

１５６，８７０，４００
７４，１９２，０００

水 源（m3）
牧尾貯水池
松 野 池
東 郷 池
佐 布 里 池

６８，０００，０００
２．３５０，０００
９，０００，０００

―

同 左

―

同 左

５，０００，０００

同 左

発 生 電 力（kWh）
新 設 発 電 所
最大使用水量（m3/s）
有 効 落 差（m）
最 大 出 力（kW）

１０５，５３５，０００

２０
７２．８
１０，０００

１３０，０００，０００

３０
１３０．９３
３４，０００

減電 ２，８２２，０００

同 左

減電 ２，９２９，３００

同 左

都 市 用 水（m3）
上 水 道
給 水 人 口（人）
浄 水 池（箇所）
日最大給水量（m3／日）
年間給水量（m3）

４５，０００，０００

３１４，０００
４

８１，０００
１７，８５０，０００

同 左

同 左
同 左
同 左

２３，１６０，０００

１３９，６０８，０００

３４４，０００
同 左
同 左
同 左

２６４，８４９，０００

９６３，０００
５（高蔵寺新設）

３１２，０００
６２，６７２，０００

工 業 用 水
配 水 池（箇所）
最大給水量（m3／日）
年間給水量（m3）

１
８６，４００

２７，１５０，０００

同 左
同 左

２１，８４０，０００

２
３４５，０００

１１６，４４８，０００

２
５４５，０００

２０２，１７７，０００

事 業 費（億円） ３３１ ４２３ ４２２ ４２２

［出所］ 農業土木学会編『農業土木史』１９７９年，p. 624。
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愛知用水利用率０％の農家が総農家の６６．６％も占めた（１９６３年現在）３１５）。

完成後の愛知用水 かんがいを主たる目的に建設された愛知用水は，高度

成長期の都市化によって，生活用水・工場用水の利用中心に変貌した。農

地の受益面積は，当初計画（１９５７年）の約３万３，０００ha から１９６８年には

約１万５，０００ha に半減した。それに対して，工業用水供給量は，１９６４年

には当初計画の約４．３倍に，６８年には約７．４倍に飛躍的に増加した（表

１５）。６４年には農業用水と工業用水の給水量が逆転し，６８年には愛知用水

のおもな用途は工業用水になった３１６）。世銀借款終了後の第２期以降の愛

知用水事業は，工業用水需要への対応に重点が置かれた。農業プロジェク

トとして「額面どおりに見たら大失敗」（吉田恒昭）でありながら，愛知用

水事業に対する否定的評価があまり見られないのは，工業用水としての貢

献度の高さによるものであろう。

（５） 農地開発機械公団借款と北海道開発

農地開発機械公団借款の概要 北海道は第２次大戦後「四つの島にとじこ

められた」３１７）日本の残されたフロンティアとして注目を集めた。１９５０年，

北海道開発庁が設置され，５２年から食糧増産と過剰人口の吸収を主目的

とした「北海道総合開発第１次５ヵ年計画」が多大の期待を背負ってスタ

ートした３１８）。農地開発機械公団借款の対象になった篠津泥炭地開発と根

釧原野開墾は，こうした北海道開発の一環であった３１９）。

の移行が進んだ（愛知県開拓史研究会編 [1980] p. 580）。
３１５） 酒井正三郎編 [1967] pp. 178-179.
３１６） 杉本義行 [1996] は，１９８７年までの愛知用水について計量的な分析を行い，

愛知用水の工業用水としての便益が，農業用水，生活用水としての便益をは
るかに上回ったことを明らかにしている。

３１７）「北海道総合開発第１次５ヵ年計画」の文言。
３１８） 山崎幹根 [2006] p. 73.
３１９） 農地開発機械公団の目的は，世銀等からの資金の融通を受けて購入した高性

能の機械等を保有し，農地の造成・改良事業に供することであり，法律の上
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農地開発機械公団借款は，篠津泥炭地開発事業，北海道根釧・青森県上

北地区機械開墾事業，乳牛導入事業の３事業から成る。根釧・上北開墾と

乳牛導入事業とは一体の事業なので，実質的には，篠津泥炭地の水田開発

と，根釧・上北地区の酪農育成の２事業である。

３事業の内容は，以下の通りである。

① 篠津泥炭地開発：篠津泥炭地開発は，石狩川下流の篠津地区の泥炭地，

約９，０００ha を水田化する事業である。この事業は，世銀借款の対象と

なる以前から，国営事業として始まっていた。北海道開発庁が世銀借款

事業の実施主体となり，農地開発機械公団は，世銀借款資金で輸入した

機械を北海道開発庁に貸し付ける役割を担った。

② 根釧・上北開墾：北海道根釧地区，青森県上北地区をパイロット地区

として，機械を用いて開墾し，入植を図る事業。この事業は，日本側が

世銀に申請したものではなく，世銀側から提案された。実施主体は農地

開発機械公団，開墾予定面積は，根釧地区（北海道根室支庁別海村床丹第

二地区）約３，０００ha，上北地区（青森県下北半島南部の野辺地町・六ヶ所村

・横浜村・甲地村にまたがる地区）約３，０００ha であった。

③ 乳牛導入事業：海外から輸入したジャージー種の乳牛５，０００頭を，上

北・根釧機械開墾地区を始めとする集約的酪農地域に導入する計画。

世銀借款の受け入れのために１９５５年１０月１０日に農地開発機械公団が

設立され，５６年１２月１９日に借款契約が締結された。借款の総額は４３０

万ドル，内訳は篠津事業２４１万５，０００ドル，機械開墾事業１００万ドル，乳

牛事業８８万５，０００ドル。融資条件は，金利５％，期間１５年（うち据置３年）

であった。

篠津開発事業は，世銀借款の終了後も工事が継続し，１９７０年１０月に竣

工した。この事業により，約１万１，０００ha が水田化した。根釧・上北地

区の機械開墾事業は，床丹第二地区への入植が５８（昭和３３）年度までに終

は，特定の地域の開発を謳っていない。
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わり３２０），上北地区の開墾は５９（昭和３４）年度までに完了した。乳牛事業

は，５６～６０年度に８，３７３頭を公団が輸入し，終了した３２１）。

根釧開墾事業の浮上 愛知用水と根釧・上北地区機械開墾の世銀借款交渉

は，コメの増産および土地改良に重点を置く農林省と，畑作・牧畜混合農

業の導入および開墾地の拡大に期待をかける世銀との，日本農業の将来像

をめぐる対立の場でもあった。

世銀が北海道の開墾に着目したことは，すでに述べた通りである。実際

に世銀調査団が北海道を訪れたのは，第２回経済調査団（ドール調査団）

が１９５３年１２月２日～５日に夕張炭鉱等を視察した際であった３２２）。

この時ドールは，北海道に強い印象を受け，同僚のルシンスキーにつぎ

のような書簡を送っている３２３）。

「われわれの北海道旅行は非常に有益でした。この島は日本の他のどの

地域よりも多くの未開発資源を蔵しており，人口密度は比較的低い。東京

を立つ前に，気候の厳しさについてさんざん聞かされていたけれども，ア

メリカの気候に慣れている人であれば，とくに困難とは感じないでしょう。

ウィスコンシンや北ニューイングランドに似ています。東京以南の米作に

確信を持った人たちが関心を持たないのは理解できますが，朝鮮，満州，

中国からの帰還者を移住させるのはそれほど困難ではないと思います。本

当に，人口過密な日本にこのような場所があることには驚かされます。」

３２０）１８７戸が入植。床丹第二地区に続いて，床丹第一地区の開墾・入植事業が行
われたが，入植農家の経営が順調でなかったため，第一地区への入植は１９６４
年に打ち切られた（芳賀信一 [2010] p. 98）。

３２１） 公団輸入牛の導入先は，北海道，青森県のほか，熊本県，岩手県，岡山県，
佐賀県などである（農地開発機械公団編 [1966] p. 176）。

３２２） この時の視察予定には農業関係は含まれていなかったが，北海道農業開発に
関する討議は予定されていた (“Letter from Dorr to Rucinski,” November 25,
1953 [WBGA 1857455])。農地開発機械公団編 [1966] p. 159は，北海道根釧
原野を視察したと記しているが，他の史料によって確認できていない。

３２３） “Letter from Dorr to Rucinski,” December 7, 1953 [WBGA 1857455].
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「われわれは火山灰に覆われているという広大な未開墾地を見ました。こ

うした地域の一部は，適切な土壌改良を加えれば可耕地になりうるし，他

の地域は牛や羊の牧場として好適でしょう。さらに検討する必要はありま

すが，日本の食糧輸入依存を減らすために，畜産業の拡大は積極的に追求

されるべきだと思います。」

翌１９５４年の７月～９月に農業調査団が訪日した。調査団の目的には，

日本の農業および畜産に関する全体的調査，および，農業・畜産の増産に

関する具体的プロジェクトの検討が掲げられ，畜産振興が強く意識されて

いたことがわかる。農業調査団を編成する際，デフリース世銀農業部長は

調査団に畜産の専門家を加えるために，OEEC 食糧農業部のアンデルセ

ン (Thormod V. Andersen) に対し，参加を要請した３２４）。アンデルセンの来

日は実現せず，代わりに世銀スタッフのハンコック（イギリス人）が畜産

の専門家として加わることになった３２５）。

農業調査団は２回，石狩川流域と根釧原野を訪れた。１回目はドールが，２

回目はデフリースが参加した３２６）。ドールは，１９５４年８月７日の世銀農業

部長のデフリース宛書簡で，今回の来日で，「誰も米作に関して日本人に

助言できないことを再確認した。もし，貢献できる余地があるとすれば，

主として高地での耕作と牧畜に関してだと，われわれはみな感じている」

と述べた３２７）。８月１８日，緒方竹虎副総理との会談の際にドールは，「北

海道には開発に適した広大な土地がある」と述べ，火山灰地は新型の機械

によって迅速に開墾し，石狩の泥炭地は地区を選んで開墾を行ったらどう

かという意見を述べた３２８）。

３２４） “Letter from de Vries to Thormod V. Andersen,” May 4, 1954 [WBGA
1857416].

３２５） “Terms of Reference – Mission to Japan,” from de Vreis to J. Hancock, July
13, 1954 [WBGA 1857416].

３２６）「世銀農業調査団の調査結果に関する件」岡崎外務大臣発 井口在米大使宛，
昭和２９年９月３０日［外交史料館 E4.1.0.2-1-1第２巻］。

３２７） “Letter from Dorr to De Vries,” August 5, 1954 [WBGA, 1857473].
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すでに述べたように，調査団のデフリースは，９月に帰国する際に，愛

知用水，篠津泥炭地開発，根釧開墾，八郎潟の４プロジェクトを世銀借款

の候補とした。このうち，根釧開墾は日本側の希望リストにはなかった事

業である。世銀側が，機械による大規模開墾のモデル・ケースとして実施

したらどうか，結果が良好であれば引き続き融資してもよいと慫慂したた

め，加わった３２９）。この根釧開発プロジェクトに青森県上北地区が追加さ

れたのは，農林省の意向によるものとされる３３０）。

篠津泥炭地開発 北海道のおもな泥炭地は，石狩川流域，天塩川流域，十

勝川下流，釧路原野に存在し，そのうち石狩川流域がもっとも広い。泥炭

地は，植物の枯れた後の有機物（泥炭）が堆積した地域のことである。地

下水位が高い，無機質に乏しい，酸性であるなどの欠点があり，排水・客

土・酸性矯正を行わないと，耕地にはなりにくい３３１）。泥炭地の開拓は明

治期から進められていたが，１９５０年代初めまでに農地化されたのは６万

町歩（農耕可能泥炭地の約４割）にとどまり，また，すでに農地化された泥

炭地でも改良が必要な部分が少なくなかった３３２）。

「北海道総合開発第１次５ヵ年計画」は，１９５６（昭和３１）年度に食糧総

３２８） “Meeting with the Deputy Prime Minister, Mr. Ogata,” August 18, 1954
[WBGA 1857455].

３２９） 世銀調査団が根釧原野に着目したのは，アメリカの農機具会社インターナシ
ョナル・ハーベスター社が根釧開発プランを世銀に売り込んだためという推
測もあるが（北海道農地開発協会 [1961] pp. 41-42），それを裏付ける史料は
存在しない。両者の関係について，具体的事実を挙げて推測しているのは和
田栄太郎（１９５５～６１年，農地開発機械公団理事）である（農地開発機械公
団編 [1976] p. 57）。ちなみに同社は，機械公団の第１回入札（１９５６年３月）
では落札に成功していない（北海道農地開発協会 [1961] p. 41）。

３３０） 農林省は，世銀借款の対象が北海道に限られると，北海道開発庁の管轄下に
置かれ，農林省が関与できなくなると懸念し，上北を加えたとされる。

３３１） 坂井芳郎（農林技官）「北海道泥炭地開発について」『経団連月報』１９５４年８
月号，pp. 44-48.

３３２） 寺島裕「本道泥炭地開発の基本構想とその問題点」『北海評論』第８巻第９
号（１９５３年１０月）p. 59.
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生産量（米換算）８００万石（約１２０万トン）を達成することを目標とする計

画であり，その中心的役割を担うのが石狩川水域泥炭地開発であった。北

海道開発庁は，美唄・篠津・夕張・千歳・豊平の５地区を対象とする，治

水・利水・土地改良・道路建設・発電等を含む総合開発計画である石狩水

域開発計画（５１年）を策定し３３３），５１（昭和２６）年度から着手した。

北海道開発庁は，１９５４年６月の向井特使訪米の際に，政府に対し，こ

の事業を世銀借款の対象として取り上げるよう働きかけた。その時に提出

された「石狩川水域泥炭地開発計画概要」の内容は以下の通りである３３４）。

① 泥炭地を中心に農地開発，電源開発，河川・道路整備を実施し，米換

算９５万石の食糧増産を図る。

② 事業費の総額：約４３０億円。内訳は，農業約２４８億円，発電約１０７億

円，河川約６１億円，道路約１５億円。

③ 外資導入：５，０００万ドル（１８０億円）。内訳は，農業３，０５０万ドル，発

電１，９５０万ドル。

④ 基幹的事業を担当するために，石狩川水域開発公社を設立する。

この計画の力点は畑の水田への転換にあった。増産予定量の内訳は，水

稲約１１１万石の増産に対して，麦，雑穀，ジャガイモ等は計約１６万石の

減産となっており，コメの増産が主目的であったことがわかる。要するに，

石狩川水域泥炭地開発とは，土地改良（畑の水田化）によるコメの増産計画

であった。

この事業への外国資本・技術の導入構想は１９５３年に持ち上がった。

１９５３年９月２５日，一万田尚登日銀総裁が発起人総代となって，海外から

の技術援助および資金導入の斡旋を目的とする北海道農地開発協会が東京

で設立され，理事長に石井英之助 FAO 協会理事が就任した。５４年４月６

３３３）１９５４年に北空知地区が加わった（松井芳明ほか「北海道篠津泥炭地開発」
農業土木学会 [1979] p. 1225）。

３３４）「石狩川水域泥炭地開発計画概要」昭和２９年５月，北海道開発庁。

成城・経済研究 第２１５号 （２０１７年１月）

― ―６６



日には，FAO との間に技術援助基本協定が締結された３３５）。１９５４年５月

～６月には，フランス調査団による泥炭地調査が実施され３３６），８月～１０

月には，FAO から泥炭地開発専門家 J. アダム（英国人）が派遣されて来

るなど，北海道農地開発協会を中心に，外資導入のための下準備が進ん

だ３３７）。ちなみに，この２つの調査には，世銀は関わっていない３３８）。

世銀農業調査団と報告書 １９５４年７月～９月に世銀農業調査団が現地調査

を実施した際には，愛知用水を優先する農林省と，世銀借款プロジェクト

に石狩川水域開発計画を割り込ませようとする北海道開発庁との間に激し

い角逐が展開された。平工剛郎はこの対立を，本州の稲作生産を優先する

農林省と，水稲生産や酪農振興を通じて北海道を食糧基地にしようと考え

る北海道開発庁との，「寒冷地農業の評価をめぐる政策論争」であったと

見る３３９）。世銀は，北海道開発に好意的であったが，酪農振興を重視して

おり，泥炭地の土地改良による水田化を主目的とする北海道開発庁との間

には距離があった。

農林省，北海道開発庁，世銀の三者の間の調整は，調査団の来日中に行

われ，つぎのような形で決着がついた３４０）。

① 愛知用水，篠津泥炭地開発，根釧・上北地区機械開墾，八郎潟の４事

３３５） 北海道農地開発協会 [1961] p. 80.「北海道農地開発協会設立趣意書並定
款」昭和２８年９月，「FAO と技術援助基本協定締結に関する件」昭和２９年
４月２１日，外務事務次官発 農林事務次官・北海道開発庁次長宛［外交史
料館 E’4.2.1.2-1第１巻］

３３６） 北海道農地開発協会 [1961] pp. 27-32.
３３７） FAO 農業調査員イーヤリ・アダム『北海道泥炭地について』（北海道農地開

発協会調査報告書 No. 4）北海道農地開発協会，１９５５年１月。
３３８）１９５４年，世銀調査団は，来日中のアダムに会見を求め，協力を要請した（北

海道農地開発協会 [1961] p. 38）。世銀が「農業調査団報告書」をまとめる
際に，アダムは調査団のラミア（FAO 所属）に資料を提供した (“Letter from
K. Ramiah to De Fries,” October 28, 1954 [WBGA 1857473])。

３３９） 平工剛郎 [2011] pp. 139-144.
３４０） 調整過程については，『北海道農地開発の動き』北海道企画室，１９５５年（北

海道立文書館蔵―筆者未見）等に拠って記述した平工剛郎 [2011] が詳しい。
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業を世銀借款対象とする。

② 石狩川流域開発計画への融資は，篠津地区に限定して実施する。世銀

は篠津地区の全面水田化を認める。

③ 世銀が提案した根釧地区の機械開墾事業を世銀借款プロジェクトに取

り上げる。ただし，根釧地区だけでなく，青森県上北地区も対象に加え

る。

農林省は９月１日に世銀調査団に対して，愛知用水１，０００万ドル，北海

道８００万ドル，八郎潟２００万ドルの借款額を提示した。この数字は世銀の

「農業調査団報告書」（１９５４年１２月）に掲げられた見積額の愛知用水１，０００

万ドル，篠津・機械開墾（追加分を含む）７５０万ドル，八郎潟３００万ドルに

近い（前掲，表８）。デフリースが来日したのは８月３０日であり，この時点

では世銀は，どのプロジェクトを採択するかも決めていなかった。しかし，

農林省はすでにデフリース来日前に，ドールとの交渉の感触から，妥協点

を見出していたようである３４１）。

世銀の「農業調査団報告書」は，世銀が推奨する機械開墾事業の意義を

とりわけ強調し，「本調査団は機械開墾が食糧増産について他の如何なる

方法よりも優っていると思料する」と述べている。また，同報告書に付さ

れた勧告は，根釧・上北地区の機械開墾と乳牛輸入について，「長期的に

見て，この事業は世銀が日本経済に対してできる最も重要な貢献になるだ

ろう」と評価し，この事業を今後長期間に全国で展開される大規模開墾事

業の端緒と位置づけた。またこの勧告には，この種の事業の経験が乏しい

日本では，計画立案の段階から海外の協力が不可欠であり，インドやウル

グアイと同様に，世銀が日本政府にコンサルタントをあっせんするのがよ

３４１） 北海道開発庁の側は，農林省は北海道開発計画を排除しようとしていると見
ていた（北海道農地開発協会 [1961] p. 45，平工剛郎 [2011] pp. 140-144）。
しかし，農業借款２，０００万ドルの枠に対して愛知用水の要請額は１，４００万ド
ルに過ぎなかったこと，八郎潟の計画が遅れていたこと，政界の有力者であ
る緒方竹虎（副総理，北海道開発庁長官）が北海道開発計画を強く支持した
こと，などの事情を見れば，農林省がそこまで考えていたとは言いがたい。
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いとも記されている３４２）。

農地開発機械公団の設立 北海道開発の実施主体については，全国レベル

での一元的な実施主体を設けるべきとする農林省と，北海道の特殊性を勘

案して北海道独自の事業主体を設けるのが妥当だとする北海道開発庁との

対立が存在した３４３）。それは，北海道開発を国策として一元的に実施すべ

きとする立場と，北海道の特別扱いを認めない立場との相克を反映したも

のであった３４４）。

北海道開発庁長官緒方竹虎は，１９５４年８月１１日に「北海道開発問題に

ついての懇談会」を開催し，半官半民の特殊会社の設立を提言した。北海

道開発庁の構想は，５５年２月５日の「北海道農地開発公社設立要綱案」

として纏められた３４５）。これに対して，農林省は５４年１０月１日に「日本

農業開発公社法案」を纏めた。世銀は，５５年２月に，愛知用水と機械開

墾についてはそれぞれ新規の機構を設け，八郎潟（農林省），篠津（北海道

開発庁）は従来担当してきた機関が引き続き担当することを日本政府に勧

告した。その結果，農林省の主張が通り，５５年１０月に農地開発機械公団

が，愛知用水公団とあわせて設置されることになった。

平工剛郎 [2011] は，農地開発機械公団の設立が農林省のペースで進ん

だ理由を，１９５４年１２月の内閣交代で緒方竹虎が北海道開発庁長官を辞め

たことに求めているが，この点は疑問である３４６）。

１９５５年２月に世銀メモランダムが示される以前の，５４年１０月にすでに

３４２） “Submission of Report of Agricultural Mission to Japan,”〔December 22, 1954〕
[WBGA 1857473].

３４３） 平工剛郎 [2011] pp. 144-146.
３４４） 山崎幹根 [2006] 参照。
３４５） 世銀調査団が根釧開墾を提案したために，北海道開発庁は石狩水域開発公社

を，根釧原野も含む機関に拡大した（北海道開発庁編 [1971] pp. 34-36，『読
売新聞』１９５４年１０月１４日）。

３４６） 平工剛郎 [2011] pp. 144-146.
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世銀は方針を決めていたからである。５４年１０月１２日のドールの農業借

款に関する草案は，世銀借款の借り手として，愛知用水－愛知用水のため

の新設公団，八郎潟－農林省，篠津開発－北海道開発庁，農地機械開墾－

機械開墾公社，乳牛輸入事業－農林省，を予定していた３４７）。この方針に

沿って，世銀は５４年１０月以降，農林省に愛知用水公社の設立を働きかけ

た。世銀は，北海道の総合開発には関心はなく，根釧・上北で試みる機械

による大規模な農地開墾を，全国各地に拡大することを構想していた。北

海道開発庁の案は，世銀の考えとは根本的に発想が異なり，世銀によって

採用される可能性は最初からなかったと言ってよい。

公団設立と借款契約の締結 愛知用水公団と農地開発機械公団の，公団設

立から世銀借款契約成立までの過程は，ほぼ並行して進んだ。両公団の根

拠法の制定（１９５５年８月６日），設立（１０月１０日）は同時であったが，愛知

用水公団の法案策定作業が先行したため，農地開発機械公団法は愛知用水

公団法をモデルに作られることになった３４８）。

農地開発機械公団の目的は，①世銀等から資金の融通を受けて農地の造

成・改良用の機械を保有し，貸与すること，②委託を受けて農地の造成・

改良工事を行うことであった。法律制定の時には，乳牛導入事業の実施計

画が未確定であったため，１９５６年５月２１日の法改正で乳牛導入事業が付

け加えられた。

農地開発機械公団は，愛知用水公団と同様，農林省の管轄下に置かれた

が，愛知用水公団と較べて，規模は小さかった（１９５６年度の職員定数４７人，

従業員も含め１５６名）３４９）。本所は東京に，北海道支所は北海道野付郡別海町，

東北支所は青森県上北郡野辺地町に置かれた３５０）。公団理事長には成田努

３４７） “Memorandum Concerning Possible Set Up of Agricultural Development Loans
to Japan,” R. H. Dorr, October 12, 1954 [WBGA 1857473].

３４８） 愛知用水公団と同様，無資本。１９６２年の法改正で政府出資法人になった。
３４９） 農地開発機械公団編 [1976] p. 47.
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が就任した。

世銀の都合により，機械開墾，篠津開発，乳牛導入の事業は１つの借款

に纏められ３５１），１９５５年１０月２８日に，農地開発機械公団から世銀に借款

申請がなされた３５２）。当初世銀は，借款契約を急いでおり，機械の発注か

ら到着までの時間を考慮すれば，雪解け後ただちに着工するためには，５５

年中に交渉が妥結している必要があると考えた３５３）。

１９５５年１２月２３日，世銀の SLC は，アジア・中東部の提出したメモラ

ンダム「日本 － 機械農地開発プロジェクト」について審議を行った。そ

の結果，プロジェクトの完成に要する資金の日本政府による保証を契約締

結の条件とすること，この保証を得るためには交渉が遅れてもやむを得な

いことで合意を見た３５４）。この決定を受けて，日本担当官のドールは，１２

月２４日，農林大臣に対して，①農地開発機械公団が計画を遂行するため

の円資金，②入植のために必要な資金および入植に伴う工事に要する資金

を政府が保証することを求めた３５５）。日本政府は，ただちに世銀総裁に農

林大臣書簡を送り，円資金の確保を約束した３５６）。しかし，ドールは農林

３５０） 農地開発機械公団編 [1976] pp. 34-35.
３５１） 篠津泥炭地開発は，農地開発機械公団が世銀から融資を受けて購入した機械

を，北海道開発庁に貸し付ける形を取った。なお，農地開発機械公団借款を
世銀は Japan Agricultural Projects と名付けている。

３５２） 農地開発機械公団編 [1966] p. 163.
３５３）「世銀農業借款に関する件」井口大使発 重光大臣宛，昭和３０年１０月１３日

［外交史料館 E’4.1.0.2-1-3-1第１巻］。
３５４） “Minutes of Staff Loan Committee Meeting held Friday, December 23, 1955

(SLC /M/609-B).” [WBGA 1857674]. 財政資金の保証は，すでにアジア・中
東部のメモランダムでも触れられており，SLC の決定はそれをオーソライ
ズしたものと見られる (“Japan – Mechanical Land Reclamation Project –
Memorandum from Department of Operations Asia-Middle East (SLC/O/816),”
December 22, 1955 [WBGA 1857674])。

３５５）「世銀アジア極東部長ドール氏発 理事長宛」昭和３０年１２月２４日［外交史
料館 E’4.1.0.2-1-3-1第１巻］。なお，ドールは正確にはアジア極東部長では
なく，アジア極東課長。

３５６）「農地開発機械公団関係事業の円資金の確保に関する保証について」国際復
興開発銀行総裁宛 農林大臣書簡，昭和３０年１２月２６日［外交史料館
E’4.1.0.2-1-3-1第１巻］。
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大臣の保証では不十分だとし，法的措置による円資金確保を求めた。その

ため，早期の契約実現の可能性はなくなった。

１９５６年２月末～３月に，世銀はドール，ジェフリースを派遣して，日本

側と協議を行わせた。世銀は，長期の財政支出を法的に保証することは制

度上不可能であるとする日本政府の強い抵抗に遭った。交渉の結果，３月

２２日に，世銀借款契約文書の１つである日本政府と世銀との保証協定に，

政府の資金保証を盛り込む方法を取ることで，一応の合意が成立した３５７）。

世銀は，１９５６年８月に，これまでの合意に基づいた借款契約，保証協

定等の文案を公団に示した３５８）。１０月１６日～１２月５日，ワシントンで公

団と世銀との正式交渉が行われ，１２月１９日に借款契約が締結された。借

款金額は，当初の予定の５２０万ドルよりも減って，４３０万ドル，償還期間

１５年（据置期間３年），金利は５％であった３５９）。

根釧パイロットファームの展開 機械開墾によって造成された農地の入植

者を募り，大規模な酪農農家を育成する計画は，パイロットファーム建設

事業と名付けられ，１９５５年に華々しくスタートした。パイロットファー

ム事業は，根釧地区と上北地区で同時に着手されたが，ここでは，文献が

多く存在する根釧パイロットファームを取り上げる３６０）。

３５７） “Memorandum of Discussions of Proposed Loan to Agricultural Land Mecha-
nized Development Public Corporation,” March 22, 1956 [WBGA 1857674].
手書きで，ドールの署名と，“Submitted to Japanese” の書き込みがある。

３５８） 農地開発機械公団編 [1966] pp. 164-165.
３５９） 減額の理由は，海上輸送費を借款に含めなかったこと，篠津事業に必要な機

械の一部を日本国内からの調達に変更したことによる (“Japan – Proposed
Loan to the Agricultural Land Development Machinery Public Corporation for
Three Land Reclamation Projects and the Importation of Cattle, Memorandum
from Department of Operations, Asia and Middle East (SLC/O/876),” Novem-
ber 21, 1956 [WBGA 1857675])。世銀理事会は，１２月１４日に４．７５％から
５．７５％への金利引き上げを決定していたが，農地開発機械公団借款には経
過措置として５％の金利を適用した（農地開発機械公団編 [1966] p. 166）。

３６０） 上北地区については，六ヶ所村史編纂委員会 [1996] pp. 919-937がもっとも
詳しい。
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別海村床丹第二地区への入植は，１９５６（昭和３１）年度から始まり，５８年

度までに１８７戸が入植した３６１）。大型機械による開墾作業は順調に進み，６１

年度までに床丹第二地区の事業は完了した。従来の入植は，営農と並行し

て人力と畜力で開墾を進める方式であったために，開墾作業が進みにくい

という問題があったのに対して，パイロットファームでは公団が開墾事業

を実施し，開墾した土地を入植者に提供した。大型レーキドーザー（抜根

用に大型の熊手を付けたブルドーザー）を用いた開墾作業は，従来の人力・

馬力による開墾作業を一変させた。輸入された大型機械は，除去の難しい

大木の抜根や，３０㎝以上の深耕を可能にした３６２）。このように開墾事業が

目覚ましい成果を収めながらも，パイロットファームの経営は，６１年の

第二地区完成の時には，早くも行き詰まりの様相を見せ始めた。６１年５

月に初めての無断離農（夜逃げ）が発生したのをきっかけに，離農が相次

ぎ，７３年までに第二地区で離農した戸数は７６戸，入植戸数の４１％に上

った。

根釧パイロットファームの失敗については，北倉公彦 [2001] がすぐれ

た分析を行っている。北倉が指摘する６点の問題点うち，とくにつぎの４

点が重要である３６３）。

① 経営耕作地面積規模を過小に設定したこと。スタート時の耕地面積

１４．４ha（採草地を含め総面積１８．８ha）は，安定的経営に必要とされた３０ha

と較べれば狭隘過ぎた３６４）。

② 馬耕を採用したこと。トラクターの導入が不可避であったにもかかわ

らず，当初は馬耕を前提としたため，労働力不足が生じた。

③ 政府の資金融通額が過小であったこと。開拓者資金融通法による融資

３６１） 床丹第二地区が，最初の事業地区に決まったのは，１９５５年６月である（根
釧パイロットファーム開拓農業組合編 [1975] p. 73）。

３６２） 芳賀信一 [2010] pp. 37-43.
３６３） 以下，断らない限り，北倉公彦 [2001] に依る。
３６４） 芳賀信一 [2010] p. 86-88.
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限度１戸当り２５０万円（床丹第二地区）は，入植者にとって相当の金額

であったものの，その後のインフレに対応する措置が十分にとられなか

った。

④ ジャージー種の選択が適切でなかったこと。世銀借款で輸入されたオ

ーストラリア産のジャージー種乳牛は，産乳量が少なかった上に，プル

セラ病も発生した。ジャージー種の導入を事実上，義務付けられた根釧

パイロットファームへの影響は，とくに大きかった。

すなわち，根釧パイロットファームは，ハード面（高性能機械の導入）で

は成功したが，ソフト面（営農計画や政策）に問題があったと言えよう。

ここでは，「官僚政策の“悪い見本”」（桜井豊）３６５）と酷評されるジャー

ジー種乳牛の導入に絞って，世銀との関係を検討しておきたい。

日本の酪農へのジャージー種の導入は，乳製品製造のための原料乳圏の

設定にともなって始まった。乳業メーカーがバター，チーズの原料乳を効

率的に集めること，また酪農によって後進地域を振興することを目的に，

集約酪農地域が設定された（１９５４年６月，酪農振興法制定）。その際，高乳

脂肪でバター生産に適しているとされたジャージー種の，集約酪農地域へ

の導入が政策的に図られた３６６）。日本ではホルスタイン種が主流であった

ので，ジャージー種の調達は海外に依存することになり，１９５３年以降，

アメリカ，ニュージーランド，オーストラリアから輸入された。

世銀は農業調査団にニュージーランドでの畜産の経験を有する専門家の

ハンコックを加えており，乳牛の導入には関心を持っていた。１９５５年２

月７日の農業開発事業に関するメモランダムは，乳牛輸入に関して，世銀

借款の対象はジャージー種に限る，米国の乳牛は高価なので，オーストラ

リア，ニュージーランドから輸入すべきだと，詳細な指示を行っている。

しかし，和田栄太郎（当時，農地開発機械公団理事）は，世銀借款に乳牛輸

３６５） 桜井豊 [1971] p. 64.
３６６） 桜井豊 [1971] pp. 63-65，松尾幹之 [1986] pp. 103-107.
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入事業を含めることは日本側からの要求であり，また，ジャージー種を発

案したのは，ハンコックではなく，農林省畜産局であったと証言してい

る３６７）。したがって，世銀はジャージー種採用を推進したが，発案者は農

林省であった可能性が高い。

ホルスタイン種と較べて能力が落ちること（乳量が少ない），生乳利用に

おけるバターの比重が次第に低下したこと（飲用牛乳の需要増），市場が狭

く個体として売りにくいこと，などの理由から，ジャージー種は酪農家に

受け入れられず，ホルスタイン種に置き換えられていった。１９６０年４月

には乳業メーカーは，高脂肪乳に不利な買上げ価格制度を導入し（３．８％

での脂肪率スライドの打ち切り），政府も１９６０（昭和３５）年度で，ジャージー

導入事業を打ち切ってしまった。１９５３年度～６０年度に輸入されたジャー

ジー牛は１３，２６４頭，うち８，３７３頭が世銀借款を用いて農地開発機械公団

が輸入したものであった３６８）。根釧パイロットファームでは，５７年にプル

セラ病も発生し，酪農家は深刻な打撃を蒙った。

ジャージー種のなかでも，とくにオーストラリアから輸入した乳牛の質

が悪かったとされる。世銀借款においては，当初予定されたニュージーラ

ンドが除外され，輸入先がオーストラリアに絞られた。それは，１９５６年

初めに世銀が，非加盟国からの輸入に世銀資金を充てることを認めないと

いう方針を決定したためであった３６９）。ニュージーランドは，当時，世銀

非加盟国であったので，輸入先から外されたのである３７０）。

その後（１９５６年７月頃），ブラック世銀総裁はオーストラリアに対して，

世銀融資による日本の乳牛輸入のために，９５万ドル相当のオーストラリ

３６７） 農地開発機械公団編 [1976] p. 57.
３６８） 農地開発機械公団編 [1976] pp. 158-159.
３６９） ドールは，「世銀の新しい方針」と述べている (“Feb. 29th p.m., Mechanical

Land Reclamation Meeting on Adequacy of Yen Fund,” February 29, 1956
[WBGA 1857674])。

３７０） “Letter from R. H. Dorr to T. Narita,” January 21, 1956 [WBGA 1857674].
なお，ニュージーランドは１９６１年８月に IMF・世銀に加盟した。
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ア・ポンドについて，世銀出資１８％分の解除を要請し，オーストラリア

政府はそれを了承した３７１）。世銀出資１８％分とは，世銀出資金のうち加盟

国通貨による払込分を指す。世銀加盟国は，出資金のうち２％を金または

米ドルで，１８％を自国通貨で払い込み，８０％の部分は必要が生じた際に

払い込むことになっている。１８％部分を世銀が使う場合には，出資国の

許可が必要であった。世銀の出資金１００億ドルのうち，世銀が自由に使え

る部分（各国のドル出資分＋アメリカの１８％部分）は１９５０年２月現在，７億

６，２５０万ドルにすぎなかった。そこで，世銀は資金調達の一手段として，

加盟国に対して１８％解除を促したのである３７２）。世銀は，オーストラリア

に１８％解除をさせることで，牛乳輸入分のドル資金を節約したことにな

る。

篠津泥炭地開発の試行錯誤 篠津事業は，軟弱な泥炭地に大規模な造田工

事を行うものであり，篠津運河，石狩川月形頭首工，青山ダム，用水路，

排水路の建設，客土といった多様な作業から成っていた。かんがい計画総

面積は１１，３９８ha，内訳は水田の用排水改良２，７６５ha，畑からの開田７，０１６

ha，未開墾地開田１，６１７ha であり，畑からの開田が主であった３７３）。

土木作業で，とくに大きな困難に直面したのは客土であった。当初，外

国製クローラ・ダンパー（エンドレスチェーンを付けたダンプカー）を用いて

泥を運搬する予定であったが，試運転の段階で泥炭地に不適であることが

判明した。そこで，作業に当たっていた技術者たちが，ポンプ船による掘

削泥を送泥ポンプで圃場に散布し客土する方式を案出した。この送泥客土

方式は，技術的・経済的に効果的であることがその後証明された３７４）。

３７１） “Australian 18% - Japan’s Purchase,” V. Umbricht, August 2, 1956 [WBGA
1857675].

３７２） Mason and Asher [1973] pp. 108-114. 石坂綾子 [2012] pp. 22-24も参照。
３７３） 松井芳明ほか「北海道篠津泥炭地開発」農業土木学会編 [1979] p. 1230.
３７４） 松井芳明ほか「北海道篠津泥炭地開発」農業土木学会編 [1979] pp. 1239-

1244.

成城・経済研究 第２１５号 （２０１７年１月）

― ―７６



北海道の水田開発は，「入植者の米作りに向けたすさまじいばかりの執

念」（平工剛郎）の産物とされるが，篠津地区の農家は必ずしもこの事業を

支持していたわけではなかった。畑作経営を行っていた農家のなかには開

田に不安を抱く者も少なくなかったのである３７５）。畑作と酪農の混合経営

を志向していた戦後開拓地区では，反対論も根強かった。「畑作混同経営

の経営は許されないのか，造田は強制されるのか」という農民の疑問に対

して，北海道開発局は米作経営に転換すれば経営安定が図れると説得し

た３７６）。結果的には，石狩川下流地域は全国屈指の水稲生産地になり，水

田耕作に転換した農家は９ヘクタールの水田農家として安定した経営を達

成することが出来た３７７）。

世銀借款の使途 農地開発機械公団借款は，開墾機械および乳牛を輸入す

るための借款であった（表１６）。農地の造成と改良（上北・根釧）と，開墾

用機械の貸付（篠津）を目的とする事業であり，ダムや水路の建設と維持

にかかわる愛知用水事業と較べて，内容は単純である。また，多額のコン

サルタント料を計上した愛知用水とは異なり，農地開発機械公団借款では

コンサルタント料は計上されていない。世銀による技術援助はプラン作成

の過程においてだけであった。

契約調印後，借款総額（４３０万ドル）には大きな変更はなかったが，配分

は大幅に変わり，篠津泥炭地が契約時の金額の約１／３に縮小したのに対し

て，上北・根釧は２倍に，乳牛輸入は１．５倍に増大した。篠津の減少は，

水田造成工法の変更に伴うものであった。客土用ダンプトラックが不要に

なり，必要な外貨が大幅に減少したためである３７８）。篠津の減少分は，開

墾地域の拡大や乳牛の導入に向けられ，乳牛輸入頭数は当初予定の５，０００

３７５） 農業土木学会編 [1979] p. 1243.
３７６） 新篠津村史編纂委員会 [1996] pp. 132-133.
３７７） 松井芳明ほか「北海道篠津泥炭地開発」農業土木学会編 [1979] p. 1245.
３７８） 農業土木学会編 [1979] pp. 1239-1244.
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１９
６１
．３
．３
１
）

備
考

上
北
お
よ
び
根
釧

１
，０
００

２
，１
８３

機
械

１
，０
５５

部
品
，
工
具

２７
４

予
備
費

８５
３

２
，１
８０

機
械

１
，４
１４

部
品
，
工
具

４８
５

予
備
費

２８
０

２
，０
５４

機
械

１
，４
１８

部
品
，
工
具

６３
５

１
，８
８５

変
更
事
情
の
概
要

第
１
回

１
．
篠
津
事
業
に
お
け
る
客
土
方
式
の
変
更

２
．
開
墾
事
業
の
拡
大

３
．
乳
牛
９０
８
頭
の
増
加
導
入

第
２
回

１
．
乳
牛
１
，６
００
頭
の
増
加
導
入

２
．
篠
津
事
業
の
実
施
計
画
の
改
訂

３
．
開
墾
事
業
の
拡
大

第
３
回 乳
牛
９４
０
頭
の
増
加
導
入

篠
津

２
，４
１５

１
，１
３３

機
械

９２
６

部
品
，
工
具

２０
６

９０
０

機
械

７６
９

部
品
，
工
具

１３
０

８８
５

機
械

７６
６

部
品
，
工
具

１１
８

８８
４

乳
牛
導
入

８８
５

９８
４

１
，２
２０

１
，３
６１

１
，３
４８

計
４
，３
００

４
，３
００

４
，３
００

４
，３
００

４
，１
１７

（
出
所
）
農
地
開
発
機
械
公
団
編
『
農
地
開
発
機
械
公
団
十
年
史
』
１９
６６
年
，
p.
17
0
よ
り
作
成
。

表
１７

農
地
開
発
機
械
公
団

長
期
借
入
金
の
推
移

（
単
位
：
千
円
）

借
入
先

利
率

１９
５５

１９
５６

１９
５７

１９
５８

１９
５９

１９
６０

世
界
銀
行

余
剰
農
産
物
資
金
融
通
特
別
会
計

資
金
運
用
部
資
金

％

５
．０
４
．０

６
．２
～
７
．５

―
２５
４
，６
５４ ―

２４
７
，１
５１

１
，３
３１
，０
１３ ―

４０
３
，５
２１

１３
，１
５３ ―

３５
１
，８
０９

４３
，８
６０

５０
０
，０
００

３７
２
，７
４２ ―

３０
０
，０
００

９９
，９
０３ ― ―

合
計

２５
４
，６
５４

１
，５
７８
，１
６８

４１
６
，６
７４

８９
５
，６
６９

６７
２
，７
４２

９９
，９
０３

［
注
］
各
年
度
新
規
借
入
額
。

［
出
所
］
農
地
開
発
機
械
公
団
編
『
農
地
開
発
機
械
公
団
史
』
１９
７６
年
，
p.
26
7
よ
り
作
成
。
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頭から８，３７３頭に増えた。

世銀借款を通貨別に見ると，オーストラリア・ポンドが約６０万６，１００

万ポンド（約１３６万米ドル，全体の約３３％），米ドルが約１３１万ドル（全体の

約３２％）で，両者で全体の約２／３を占めた３７９）。アメリカ（土木工事機械），

オーストラリア（乳牛）からの輸入が，世銀資金の主たる使途であったこ

とが反映されている。

公団の長期借入金を見ると，愛知用水と同様，余剰農産物見返資金の比

重が大きい（表１７）。とくに設立初期の１９５５～５６年には大きな役割を果し

た。

（６） 小括

これまで，対日世銀借款に関する文献において，農業借款は軽視されて

来た。ドール調査団関連文書を収めた稲葉秀三編 [1954] は，その後長い

間，世銀借款の基本史料として用いられてきたが，農業にまったく触れて

いない。また，世界銀行東京事務所編 [1991] は，なぜか農業借款を取り

上げていない。そのために，世銀借款における農業借款の意義が本格的に

論じられることはなかった３８０）。

世銀借款の対象事業の愛知用水，篠津泥炭地開発，根釧・上北開墾につ

いては研究が存在するが，世銀との関係を論じたものは少ない。しかし，

最近になり，若干の研究が現れている。篠津泥炭地開発に関する平工剛郎

[2011]，根釧・上北開墾を扱った藤倉良・中山幹康 [2013]，愛知用水に

関する永江雅和 [2016] である。平工剛郎 [2011] は，泥炭地開発をめぐ

る世銀，農林省，北海道開発庁三者の関係を，戦後北海道開発体制の成立

３７９） 農地開発機械公団編 [1976] p. 25.
３８０） なお，太田康夫・有馬良行 [2012] では，農業借款に１章が当てられており，

この点が是正されている。ただし，同書の記述では典拠が示されておらず，
歴史分析というよりもドキュメンタリーに近いので，本稿では直接の検討対
象とはしなかった。
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との関係で明らかにした示唆に富む研究である。藤倉良・中山幹康 [2013]

は，根釧・上北開墾の効果について，開発援助の視点から検討した。根釧

・上北開墾を，日本の農業政策のなかに位置づける発想を欠くが，現地調

査を踏まえて，これまで無視されて来た青森県上北地区も含めて論じてい

る。永江雅和 [2016] は，愛知用水事業の資金調達方法に着目する点で本

稿と問題関心が重なる。余剰農産物見返資金が検討されていないなど，課

題が残されているが，新たな視点からの愛知用水史の試みである。しかし，

いずれの研究も個々のプロジェクトを対象とする研究であり，世銀農業借

款全体を対象としていない。

本稿の課題は，これらの成果に学びつつ，世銀農業借款を世銀側と日本

側の双方の史料にもとづいて分析し，その全体像を提示することにある。

本稿の分析を通じて明らかになったのは，以下の点である。

世銀の日本担当官であったドールは，２回の一般経済調査を通じて，日

本の国際収支問題を解決するもっとも迅速で有効な方法は，食糧の増産で

あると判断し，世銀融資で優先されるべき分野は農業だという結論に達し

た。この結論は１９５４年４月に SLC で承認された。日本政府は，６月に世

銀に対して，農業借款２，０００万ドルを含む７，５００万ドルの借款要請を行い，

７月に農業借款を優先順位１位とすることを決定した。

世銀は，１９５４年７月～９月に日本に農業調査団（団長：世銀農業部長デフ

リース）を派遣して現地調査を行った結果，９月に，愛知用水，根釧・上

北開墾，篠津泥炭地開発，八郎潟干拓の４事業を世銀借款の候補にするこ

とを決めた。愛知用水と八郎潟は農林省，篠津泥炭地開発は北海道開発庁，

根釧・上北開墾は世銀が推した事業であった。

世銀の「農業調査団報告書」は１２月に完成し，１９５５年１月に日本側に

示された。報告書は，日本農業を俯瞰したものであり，日本の農政に対す

る根本的な批判を含んでいた。この報告書で世銀は，コメ生産中心の食料

政策，土地改良中心の農地政策を批判し，畜産の振興，開墾の重視を勧告
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した。

農林省は，１９５２年に「食糧増産五ヵ年計画」を策定し，大規模な土地

改良による食糧増産を目指した。しかし，５３～５４年外貨危機による緊縮

政策で，計画は初年度から躓いた。農地開発予算の大幅削減という事態に

直面した農林省は，世銀借款にその活路を求めた。５４年にはアメリカで

余剰農産物処理法 (PL480) が成立し，余剰農産物見返資金を利用する道も

開けた。農林省は，外貨資金を世銀から，円資金を余剰農産物見返資金か

ら調達することで，通常の予算では実現困難な，愛知用水，八郎潟などの

大規模プロジェクトの実現を目指した。

北海道開発庁は，「北海道総合開発５ヵ年計画」の柱である石狩川流域

泥炭地開発を，世銀借款を導入して実施しようとした。

世銀は，日本側の案にはなかった根釧原野開墾プロジェクトを提案し，

これを実現させた。世銀が根釧プロジェクトを提案したのは，高度に稲作

技術が発展した日本において世銀が貢献できる余地は少ないと考えたため

であった。

世銀借款の対象となった農業プロジェクト，とりわけ愛知用水は経済効

果の点で疑問符が付くものであった。世銀がそれらの農業プロジェクトを

推進するためには，世銀が導入した農業技術が日本農業を変革し，将来の

食糧増産に役立つという正当化が必要であった。経済効果と技術貢献との

ディレンマに悩む世銀担当者の姿からは，世銀が技術貢献をみずからの使

命として強く認識していたことが窺われる。世銀の歴史において１９５０年

代は，銀行の論理が優先した時期であったが，その時期においても，世銀

が開発機関としてのレーゾン・デートルを堅持していたことがわかる。

農業借款は，契約調印までに長い時間がかかった。愛知用水の場合に

は，１９５４年８月に実質的に交渉が始まってので，契約調印まで３年も要

したことになる。その主たる原因は２つあった。１つは，「投資銀行」と

しての世銀の慎重な姿勢であった。世銀は，債権の回収を確実にするため
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に，契約の細部にわたって指示を行った。農業借款の場合には，債権の回

収だけでなく，日本政府が財政資金を投入し，事業の遂行を保証すること

まで求めた。世銀が関係する事業が完成しなければ，世銀の威信にかかわ

ると考えたからであろう。もう１つの原因は，世銀の介入を最小限にとど

め，自主性を確保しようとした農林省と両公団の姿勢に原因があった。愛

知用水公団とコンサルタント会社との技術援助契約締結をめぐる公団と世

銀との対立はその最たる例である。

世銀の対日農業借款の効果をどのように評価したらよいだろうか？ プ

ロジェクトの成否は，経済事情や政府の政策によって大きく左右されるの

で，評価はきわめて難しい。高度成長の開始と同時に着工した愛知用水は，

名古屋周辺の工業化によって見込みが大幅に狂った。篠津泥炭地開発の成

功と根釧・上北開墾の失敗は，当時の農業政策と深くかかわっており，も

し政府が異った農業政策を実施していたならば，結果も大きく変わったで

あろう。そうした点を考慮すると，安易に世銀借款の効果を論じることは

できない。

世銀借款の効果を判定できるとすれば，それは技術の導入と，政府の政

策を転換させるようなインパクトを持った措置についてだと思われる。

世銀借款が大規模農地開発事業を通じて，農業土木に一時代を画したと

いう評価は妥当であろう３８１）。一方，世銀が推奨した畑地かんがい技術は

普及しなかった。ジャージー種の乳牛導入は，かならずしも世銀のイニシ

アティブによるものでなかったとは言え，明らかに失敗であった。

本稿では，世銀農業借款が果たした役割として，日本政府の財政政策へ

の影響を重視した。世銀借款は，財政資金を引き出す「呼び水効果」を持

ち，大規模な農地開発プロジェクトを実現させた３８２）。世銀資金は，愛知

３８１） 今村奈良臣他 [1967] p. 270.
３８２） 世銀借款，余剰農産物見返資金の「呼び水効果」は，つとに滝川勉 [1959]

が指摘している。そのほか，赤根谷達雄 [1993]，柴田茂紀 [1999] にも同様
の指摘がある。
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用水等の農業プロジェクトの事業費の一部をまかなうに過ぎなかったにも

かかわらず，世銀借款が円資金調達の保証を求めたため，大規模な農地開

発が実現した。農業基盤整備費の伸び率は，１９５４・５５年度にマイナスと

なり，その後も１９５０年代は低迷した（図２）世銀借款と余剰農産物見返資

金を両輪とする外資は，１９５０年代の緊縮財政の時期の農地開発を補い，

６０年代の基本農政期の農業構造改善事業の一環としての土地改良事業に

繋ぐ役割を果たしたのである。

図２ 農業基盤整備費の伸び率（対前年度比）

［付記］ 本稿は成城大学特別研究助成による研究成果の一部である。
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［出所］ 農業土木学会編『農業土木史』１９７９年，pp. 1701-1702, pp. 1706-1707より作成。
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